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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和２

年第５回美幌町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１３番松浦和浩さん、１番

戸澤義典さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る６月１５日に、議会運営委員会を開

きましたので、委員長から報告を求めま

す。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君）〔登壇〕 令和２

年第５回美幌町議会定例会の開会に当た

り、去る６月１５日、議会運営委員会を開

催いたしましたので、その内容と結果につ

いて報告いたします。 

本定例会に付議された案件は、陳情１

件、発議１件、議案１１件、意見書案４

件、報告事項３件ほかであります。 

本日６月２３日、第１日目は、まず初め

に、町長から行政報告を受けます。 

その後、一般質問に入りますが、通告順

に、藤原公一さん、戸澤義典さん、馬場博

美さん、松浦和浩さんの４名を予定してい

ます。 

第２日目、６月２４日は、前日に引き続

き一般質問を行い、木村利昭さん、伊藤伸

司さん、坂田美栄子さん、大江道男さんの

４名を予定しています。 

第３日目、６月２５日は、前日に引き続

き一般質問を行い、稲垣淳一さん、私、上

杉晃央、岡本美代子さんの３名を予定して

います。 

その後、議案審議へと入り、陳情第１号

網走川河畔公園パークゴルフ場の整備を求

める陳情についてから議案第４２号令和２

年度美幌町病院事業会計補正予算（第１

号）についてまでの審議を行い、その後、

意見書案の審議、報告案件などを予定して

います。 

次に、本定例会において、意見書の提出

を求める要請・陳情を７件受理していま

す。その取り扱いについて報告いたしま

す。 

北海道森林・林業・林産業活性化促進議

員連盟連絡会及び北海道町村議会議長会か

らの林業・木材産業の成長産業化に向けた

施策の充実・強化を求める意見書採択の要

請、美幌町農民同盟からの新たな基本計画

における農村振興の強化を求める意見書提

出の陳情、美幌地区連合からの２０２０年

度北海道最低賃金改正等に関する陳情、地

方財政の充実・強化を求める意見書に関す

る陳情については、意見書を作成し、国等

の関係機関へ提出することといたします。 

なお、ゆきとどいた教育をすすめる北海

道連絡会からの国による全国学力調査を全

員参加の悉皆から抽出に改めることを求め

る陳情、公立学校教員に１年単位の変形労

働時間制を適用しないことを求める陳情、

美幌地区連合からの子どもの貧困解消など

教育予算確保・拡充と就学保障、義務教育

費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への

復元、教職員の超勤・多忙化解消・３０人

以下学級の実現に向けた陳情については、

資料配付の措置といたしました。 

以上のとおり審議を進めることとし、会

期を本日６月２３日から６月２５日までの

３日間とします。 
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なお、審議の進行状況によっては、日程

を変更する場合もありますので、議員及び

行政職員各位におかれましては、御理解と

御協力をお願いいたします。 

議員各位は、さきに質問をした議員との

重複質問を避け、簡潔な発言に努め、慎重

なる審議に皆さんの協力をお願いするとと

もに、行政職員の皆さんには、真摯な答弁

と対応をお願いし、議会運営委員会委員長

としての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本定例会の会期を、本

日から６月２５日までの３日間としたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は、本日から６月２５

日までの３日間と決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので御了承

願います。 

なお、松本選挙管理委員会委員長、千葉

農業委員会会長、明日以降、高木監査委

員、明日から明後日午前中まで欠席の旨、

それぞれ届け出がありました。 

また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、併せて御

承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。 

町長から行政報告があります。 

町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本日、こ

こに令和２年第５回美幌町議会定例会が開

催されるに当たり、御出席を賜りました議

員各位に対しまして、心から感謝いたしま

すとともに、行政報告と提出案件の概要に

ついて御説明を申し上げます。 

行政報告といたしましては、第１に、職

員の人事異動の発令についてであります。 

去る４月１日、職員の人事異動の発令を

行いましたが、今回の異動につきまして

は、北海道庁への職員派遣、北海道後期高

齢者医療広域連合からの派遣要請に伴う職

員派遣を行ったほか、長期在任者の配置替

え、新規採用職員などの発令を行った結

果、全体で５９名の人事異動となったとこ

ろであります。 

第２に、御寄附についてであります。 

去る５月２８日、株式会社三和システム

サービス美幌営業所様から、新型コロナウ

イルス感染予防及び経済対策に役立ててい

ただきたいと１００万円の御寄附をいただ

いたところであります。 

また、去る６月２日、美幌町農業協同組

合様から新型コロナウイルス感染予防対策

に役立てていただきたいと、マスク２万枚

の御寄附をいただいたところであります。 

さらに、去る６月８日、町内東１条北４

丁目５番地の３にお住まいの田村栄治様か

ら、４月１７日に御逝去された母、故田村

幸子様が、生前町にお世話になったお礼と

して、町のために役立てていただきたいと
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１００万円の御寄附をいただいたところで

あります。 

それぞれ御厚志をありがたくお受けし、

御趣旨に沿って活用してまいりたいと存じ

ます。 

第３に、美幌町立国民健康保険病院の医

師確保についてであります。 

令和元年１２月末に小児科医師が退職

し、後任の招聘に取り組んでまいりました

が、このたび、町内の医療機関に勤務する

小児科医師より、国保病院の常勤医師とし

て勤務したい旨の意思表示があったところ

であります。 

採用を予定している医師は九州大学医学

部卒業で、現在、医療法人社団田中医院で

副院長として勤務されている前田亮医師、

４５歳であります。 

採用につきましては、令和２年８月１日

を予定しており、８月３日から診療を開始

する予定であります。 

前田医師の採用により、夜間の小児救急

の対応が可能となるとともに、町内におけ

る入院診療も可能となるものであります。 

令和２年８月からは常勤医師７名体制に

より診療に当たりますが、今後も質の高い

医療サービスの提供に努めるとともに、引

き続き、外科医師の招聘など、医師確保対

策に取り組んでまいる所存であります。 

次に、御提案いたします議案等について

御説明申し上げます。 

動産の取得について。 

議案第３２号は、除雪トラックについ

て、入札結果に基づき取得することについ

て議決をいただきたいのであります。 

工事請負契約の締結について。 

議案第３３号は、美幌町防災行政無線デ

ジタル化整備工事について、入札結果に基

づき契約することについて議決をいただき

たいのであります。 

美幌町過疎地域自立促進市町村計画の一

部変更について。 

議案第３４号は、平成２８年３月に策定

した市町村計画について、令和２年度に実

施する一部の事業が未登載であることか

ら、過疎地域自立促進特別措置法に基づ

き、美幌町過疎地域自立促進市町村計画の

一部を変更しようとするものであります。 

条例の改正について。 

議案第３５号美幌町税条例の一部を改正

する条例制定については、地方税法等の改

正に伴い、新型コロナウイルス感染症が納

税者に及ぼす影響の緩和を図るため、軽減

措置の特例等について、条例の一部を改正

しようとするものであります。 

議案第３６号美幌町手数料徴収条例の一

部を改正する条例制定については、情報通

信技術の活用による行政手続等に係る関係

者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化

及び効率化を図るための行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する法律等の

一部を改正する法律の一部施行に伴い、個

人番号を通知する通知カードが廃止される

ことから、当該通知カードの再交付に係る

手数料について廃止し、別表から削除する

改正を行おうとするものであります。 

議案第３７号美幌町介護保険条例の一部

を改正する条例制定については、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、収入が減

少したこと等による第１号被保険者の保険

料減免に関する申請の提出期限を延長する

ため、条例の一部を改正しようとするもの

であります。 

令和２年度各会計補正予算について。 

一般会計につきましては、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金事業

として、未来の担い手支援事業ほか７事業

の総額６,１８１万１,０００円を、畑作構

造転換及び農業用機械の導入に対する農林

水産省の間接補助として３,５０３万７,０

００円を、交流促進センターの休業に伴う

補償として４９９万６,０００円の増額など

を行おうとするものであります。 

国民健康保険特別会計につきましては、

新型コロナウイルス感染症の影響による国
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民健康保険税の減免に対する還付金の増額

を、後期高齢者医療特別会計につきまして

は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

る後期高齢者医療保険料の減免に対する還

付金の増額を、介護保険特別会計につきま

しては、新型コロナウイルス感染症の影響

による介護保険料の減免に対する還付金の

増額を、病院事業会計につきましては、医

師住宅用の土地及び住宅の取得に係る購入

費の増額などを行おうとするものでありま

す。 

報告事項について。 

平成３１年度美幌町一般会計予算繰越明

許費繰越計算書につきましては、平成３１

年度一般会計予算に計上した道路橋梁補修

事業、橋梁長寿命化事業について、年度内

の予算執行が困難なことから、令和２年度

に繰越しをいたしましたので御報告を申し

あげます。 

一般財団法人美幌みどりの村振興公社に

ついて、令和元年度の経営状況報告書の提

出がありましたので報告を申し上げます。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、行政報告と提出案件の概要

説明といたします。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） これで、行政報告

を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 一般質

問を行います。 

通告順により発言を許します。 

９番藤原公一さん。 

○９番（藤原公一君）〔登壇〕 ただい

ま、議長のお許しをいただきましたので、

さきに通告しております大きく２点、４項

目について質問させていただきます。 

まず初めに、公営住宅管理についてであ

ります。 

公営住宅の手すりの設置について。 

２０１７年３月策定の美幌町公営住宅長

寿命化計画を参考に質問いたします。 

高齢世帯の現状と課題の中に、６５歳以

上の高齢者のいる世帯は３６５世帯、５０.

２％、高齢者のいる世帯のうち、単身世帯

は２４０世帯、６５.８％、高齢者単身、高

齢者夫婦世帯は３２０世帯あり、全体の４

割を超えるとありました。 

統計は２０１６年６月現在とありました

ので、現在はさらに増えていると考えられ

ますが、このデータを見てもわかるよう

に、高齢化が進んでいるのが現状でありま

す。 

その中で、入居者が安全に、また、少し

でも負担を軽くするため、４階建ての公営

住宅、南、仲町、三橋南団地について、昨

年６月にも一般質問をさせていただきまし

たが、そのときに町長も、関係する方が４

階に住んでいて、実態として大変な思いを

していることは理解しているつもりであり

ますと答弁をしております。 

これらを踏まえ、４階建て公営住宅への

手すりの設置について、計画の進捗状況を

お伺いいたします。 

２点目、公営住宅への人感センサーつき

ＬＥＤ照明の導入について質問いたしま

す。 

公営住宅における共有部は、各号棟にお

いて管理費を徴収し、廊下や階段、除雪費

用などに使用されていることは承知してお

りますが、号棟ごとに管理運営方法が違い

ます。 

節電のため、時間設定により深夜は廊下

の電気を全消灯している箇所もあり、ま

た、手動で階段に電気をつけているところ

は、消し忘れにより朝までつきっ放しにな

っている状態も現状としてあり、管理費に

苦慮しているとお聞きいたしました。 

本年３月定例会においても、公共施設の

ＬＥＤ化を進めるとの答弁もありました

が、２０２０年度省エネ国際条約により、
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大手メーカーも蛍光灯器具や水銀ランプの

生産終了を発表しております。 

その上で質問ですが、今後、公営住宅共

有部の廊下や階段などを人感センサーつき

ＬＥＤ照明に交換し、電気代の節約や防犯

など、公営住宅入居者の安全を守るため、

救急隊員の安全確保など、人感センサーつ

きＬＥＤ照明に取り替えることにより、大

きなメリットが生まれます。今後の公営住

宅の改修計画についてお伺いいたします。 

大きな２点目、複合災害への備えと避難

所運営について。 

まず１点目、北海道版避難所マニュアル

改正に伴う本町における避難所運営につい

て。 

本年５月、北海道版避難所マニュアルの

改正が行われました。 

平成３０年北海道胆振東部地震災害検証

委員会からの提案や厳冬期における避難所

運営訓練の結果を踏まえるとともに、新型

コロナウイルスを含む感染症対策を加え改

正になりました。 

感染症対策、新型コロナウイルスを含む

では、避難所の開設には、可能な限り多く

の避難所の開設、他の避難所やホテルの活

用、親戚や友人の家などへの避難検討、自

宅療養者等の避難の検討、医療機関やホテ

ルなどを事前検討とあり、避難所の衛生管

理では、スペースの確保、人との間隔はで

きるだけ２メートル、最低１メートルと記

載があります。 

昨年、千葉県を中心に発生した大雨災害

を含め、全国どこで災害が起きるかわから

ない状況にあります。地震も全国で頻繁に

発生し、最近では本町でも震度３の地震が

発生しております。 

美幌町として、北海道版避難所マニュア

ルに沿って、今後改正されると思います

が、今後さらに多くの避難所開設を求めた

場合、グランドホテルがなくなり、ホテル

利用は困難となっております。 

今後の新規避難所開設の考えがないの

か、また、避難所において最低１メートル

間隔を実施した場合、現状の避難所に何人

収容できるのか、また、今後の避難訓練の

実施についてお伺いいたします。 

次に２点目、災害避難所への乳児用液体

ミルクの備蓄について。 

今、全国の自治体で乳児用液体ミルクを

災害時の備蓄物資に採用する動きが広がっ

ております。 

乳児用液体ミルクは大変手軽で常温保存

ができ、粉ミルクのようにお湯で溶かす必

要がないため、水や燃料の確保が困難な災

害時に避難所での活用が期待され、昨年発

生した千葉県の大雨災害時でも液体ミルク

が注目を集めました。 

国内生産も始まり、単価は少し割高では

ありますが、災害時の備蓄には有効なもの

だと思われます。 

大空町でも、道の駅で販売が始まり、災

害時には備蓄品として提供されると伺って

おり、北海道の各市町村でも災害に役立つ

乳児用液体ミルク備蓄が始まっておりま

す。 

美幌町として、乳児用液体ミルクをどの

ように認識されているのかお伺いいたしま

す。 

また、現状では乳児のミルクはどのよう

に備蓄されているのかお伺いいたします。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 藤原議員

の御質問に答弁いたします。 

公営住宅管理について。 

初めに、１点目の公営住宅の手すり設置

についてですが、現在のところ具体的な方

針は決めておりませんが、現状の対応とし

て、新規申込みの高齢者については、低層

階やエレベーター完備棟を優先し入居選考

するなどの配慮をしているところであり、

既に３階、４階に住んでいる方で、年数の

経過とともに低層階などへの住み替えを希

望される方については、申請をいただき、
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住み替えを実施しているところでありま

す。 

４階建ての公営住宅である南、仲町、三

橋南の３団地には、本年５月末現在、入居

者２８９戸のうち、６５歳以上の高齢者が

いる世帯が１２９戸で、約４４.６％の割合

となっており、各階ごとの内訳は、１階５

２戸、約１８.０％、２階３６戸で、約１

２.５％、３階２７戸で、約９.３％、４階

１４戸で、約４.８％となっております。 

上の階に入居されている方につきまして

は、階段を上がっていくことが大変なこと

も重々承知しており、その対応策として、

御意見のありました手すりの設置も有効な

手法と考えておりますので、まずは、上の

階に入居されている高齢者の方の住み替え

希望の実態を把握の上、空き住戸の状況に

よって住み替えを実施するとともに、高齢

者の入居状況や、費用対効果を踏まえ、部

分的な設置も含め検討してまいりますの

で、御理解をお願いいたします。 

次に、２点目の公営住宅への人感センサ

ーつきＬＥＤ照明導入の考えについてです

が、本年３月定例会においても御答弁のと

おり、公共施設である公営住宅のＬＥＤ化

については、順次計画的に実施していくべ

きと考えておりますが、御意見をいただい

た人感センサーつきＬＥＤ照明の導入につ

きましては、電気代節約のメリットがある

一方で、設置の費用や方法について、どの

ようなセンサーが入居者の利便性や防犯性

を高めることができるかなど、検討する課

題も多くございますので、来年度実施を予

定している公営住宅等長寿命化計画の見直

しまでに研究していきたいと思っておりま

す。 

いずれにしましても、公営住宅の共用部

については、各号棟で共益費を集めて、そ

の中で対応いただいておりますが、電気の

消し忘れなど、御指摘のような状況に対し

苦慮している号棟があることは承知してお

り、管理人などを通じて、共用部における

使用方法の注意喚起などを引き続き実施し

てまいりますので、御理解をお願いいたし

ます。 

次に、複合災害への備えと避難所運営に

ついてですが、１点目の北海道版避難所マ

ニュアルの改正に伴う本町の避難所運営に

ついてですが、北海道は令和２年５月に北

海道版避難所マニュアルを改正し、市町村

においても地域の実情に合わせて各市町村

のマニュアルを見直すよう通知が発出され

たことから、この通知を受けて、特に喫緊

の課題である感染症対策を優先し、美幌町

避難所運営マニュアルの見直しを進めてい

るところであります。 

改正後の北海道版避難所マニュアルにお

いては、避難所での感染症対策に関する項

目として、従来からの資材備蓄、衛生管理

に加え、マスクや体温計等を避難者自ら持

参することや、避難者間の十分なスペース

確保などが追加されております。 

１人当たりの占有面積が広くなると、当

然、収容人数が減少することとなりますの

で、開設する避難所を追加すべきものと認

識しておりますが、災害対策基本法施行令

で定める基準を満たす施設が町有施設にな

いこと、また、非常時の避難所開設職員も

限られることから、新たな避難所の指定は

困難な状況にあります。 

現在、町として指定している避難所は１

８か所、収容人数は３,７１０名であります

が、感染症対策としてスペースを確保した

場合は、２,５２７名となる見込みですの

で、自宅避難や知人宅避難なども含めて検

討してまいりたいと考えております。 

避難訓練につきましては、現在見直しを

進めている避難所運営マニュアル作成後に

訓練メニューを検討の上、実施したいと考

えておりますので御理解をお願いいたしま

す。 

２点目の乳児用液体ミルクの備蓄につい

てですが、粉ミルクと比較し手間もかから

ず、常温保存も可能で、そのまま哺乳瓶に
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入れ使用することができることから、災害

時に適したものと認識しております。 

つきましては、液体ミルクを取り扱って

いる事業所との協定締結に向けても進めて

まいりたいと考えております。 

災害時の備えとして、公助として備蓄す

べきものについては整備を進めてまいりま

すが、自助の観点から町民皆様方にも当面

の食糧、飲料水、常備薬等を御準備いただ

きたいと思いますので、御理解をお願いい

たします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） それでは、手すり

のほうから再質問させていただきたいと思

います。 

まず、新規申込みの高齢者について、低

層階やエレベーター完備棟を優先し、入居

選考するなどの配慮をしているとのことで

すけれども、配慮の実績を教えていただけ

ればと思います。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 住み替え

の実績でありますが、令和元年度の住み替

え実施件数につきましては、全体で５件

で、そのうち、上り下り困難という理由で

住み替えを実施したのは１件となります。

参考に、平成３０年度につきましては２

件、平成２９年度につきましてはありませ

んでした。 

現在、上り下り困難での住み替え申請の

待機者といたしましては４件です。低層階

は空きが出にくいのが現状であります。入

居者の方と相談をしながら進めている状況

でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 実績は理解いたし

ましたけれども、住み替えされた方の引っ

越しの費用はどのような感じでしょうか。

個人負担でしょうか、それとも、町負担で

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（吉田善一君） 御質問にお答

えいたします。 

住み替え申請等で引っ越しする際の費用

については、自己負担で引っ越しをしてい

ただいておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 先ほど、入居され

ている高齢者の住み替え希望の実態を把握

するとのことですけれども、いつごろまで

に、どのような方法で実態を把握するのか

教えていただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（吉田善一君） 手すりの設置

等の希望につきましては、答弁の中でもお

話があったかと思いますが、来年度実施を

予定しております公営住宅等長寿命化計画

の見直しまでに、必要なアンケート等の中

で確認していきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 質問を替えさせて

いただきたいのですけれども、何年か前か

ら役場庁舎の階段に２階まで手すりが設置

されました。 

その理由というのが、町民の方が転落し

て大けがをされたとお伺いしましたけれど

も、その理由は合っているでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） ただいまの御

質問ですが、庁舎の管理ということで私か

ら御答弁をさせていただきます。 

確かに四、五年前、庁舎の階段に手すり

を設置しております。 

私の記憶では、大けがといった事故はな

かった気はしているのですけれども、た
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だ、庁舎はエレベーターがない中で、多く

の皆様が来庁されるということで、階段の

上り下りに不安を抱いているお客さんもい

らっしゃるということで、全体的に手すり

を設置したということで記憶をしていると

ころでございます。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 先ほど総務部長が

言われたように、庁舎は多くの町民の方が

利用されるので２階建てでも手すりをつけ

たと思うのですけれども、公営住宅にお住

まいの方は、ほぼ毎日１階から４階まで上

り下りをしております。 

その苦労を思うと、町民目線ではないと

思うのですけれども、今回、町長はコロナ

の影響で給料を削減しておりますが、これ

を受けて町長は、このことについて、町民

目線という部分ではどうなのでしょうか。 

痛みを分かち合うという部分でいけば、

手すりぐらいは簡単なことではないかと思

うのですけれども、来年の長寿命化計画を

待たずしても手すりはつけるべきではない

かと思うのですけれども、町長どうでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、給与を減額

したことは置いておいて、手すりを早急に

つけるべきではないかという御質問に対し

てお話をさせていただきたいと思います。 

答弁にもあるのですけれども、当初、私

どもで中層ということで４階建てを建てま

した。後半建てたものについては、将来を

見越してエレベーターをつけております。 

そういう意味でいけば、当時は４階は大

変でしょうけれども、皆さん階段で上がっ

ていただけるということでの計画ではなか

ったかと思っています。 

そういった中で、全体的に入居される方

が高齢になってきていることを考えたとき

に、今何ができるかという話になれば、確

かに手すり等をつければという話もあるの

ですけれども、公営住宅については、基本

的には公営住宅法という部分で、かかった

お金をきちんと利用者に負担してもらうと

いうことが原則の中で、こちらとしてはす

ぐにやりますということにはならないと思

います。 

ただ、その中で配慮しなければいけない

のは、多分それを私に求めていることだと

思うのですけれども、全てが付加している

わけではなくて、一つの町の施策として、

どこまでそれを付加するかという一つの判

断もできるわけであって、そのことに対し

てつけたらという話であります。 

試算して、すぐにつけましょうというこ

とにはならない金額でありますし、庁舎と

違って不特定というよりも特定の方が上り

下りをして、真ん中には手すりがきちんと

ついている状況の中で、壁側に寄っても、

真ん中に寄っても手すりがあれば、建設当

時からそういう配慮をしたつくり方をすれ

ばよかったのではないかと思いますけれど

も、現時点ではわかりましたと言える状況

ではないことを御理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 理解はいたしまし

た。 

入居者のことを考えると、冬場の安全と

かも含めて強く要望して、次の再質問をさ

せていただきたいと思います。 

次に、公営住宅のＬＥＤ化について再質

問させていただきます。 

公営住宅のＬＥＤ化について、順次計画

的に実施していくべきと考えているとの御

答弁ですけれども、計画はお持ちなのでし

ょうか。 

その辺を教えていただければと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 具体的な

導入に向けての考え方についてですけれど
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も、ＬＥＤ化につきましては、引き続き修

繕だとか、そういうものについて随時交換

していくということで進めていきたいと考

えております。 

また、人感センサーつき照明の計画につ

いては、現在持ち合わせていない状況でご

ざいます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 答弁の中に、どの

ようなセンサーが入居者の利便性や防犯性

を高めることができるかとありますけれど

も、人感センサーにそれほど種類があるの

でしょうか。 

人感センサーは、人が動けば点灯すると

いう、単純にそういうものですけれども、

どのようなセンサーを想定されているので

しょうか。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（吉田善一君） 御質問にお答

えいたします。 

人感センサーの種類といいますか、照明

とセンサーを一対一でつけたりだとか、複

合的なセンサーを設置するだとか、そうい

った種類を指しているものでございます。 

南団地のような、縦に共同玄関となって

いる場所だとか、美富や旭のように、共同

廊下に照明がついている場所だとか、そう

いった設置方法だとか、照明の度合い等に

ついて今後検討させていただくということ

で考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 先ほどの質問でお

伝えしましたけれども、２０２０年度に照

明器具の生産が終了することになっており

ます。 

来年度実施予定の公営住宅長寿命化計画

の見直しまでに研究していきますとのこと

ですけれども、年数が古い公営住宅は器具

自体が古いので、ＬＥＤ化と同時に進めて

いく考えはないのか、また、居住者には負

担をかけないという考え方でよろしいの

か、その辺についてよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（吉田善一君） 御質問にお答

えいたします。 

公営住宅のＬＥＤ化については、公共施

設全体での方針等もあるかと思いますの

で、繰り返しの内容になりますが、来年度

実施を予定している長寿命化計画で、どう

いった形で年次計画を立てていくのかとい

うことを考えていきたいと思っておりま

す。 

設置費用については、公営住宅の設備と

いうことになってくるのですけれども、そ

れにかかる電気代については入居者の負担

になるかと思いますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） インターネットの

情報ですけれども、電球自体、蛍光管自体

に人感センサーつきのものが販売されてい

るようですので、公営住宅の今の設備に適

合するかはわからないですけれども、検討

する余地はあるのではないかと思うのです

が、その辺よろしくお願いいたします。 

また、公営住宅の修繕費徴収、手すりの

ことも含めてですけれども、一つの方法と

して、釧路市の取組でいい例がありますの

で紹介させていただきます。 

釧路市では、市営住宅の老朽化による修

繕費が捻出できない、財政上難しくなって

いるという部分で、住宅が空いていても内

装の修繕ができずに貸出しできない状況が

続いていたそうです。 

そこで、少しでも修繕に係る財源を確保

できないかという観点から、市営住宅敷地

内に自動販売機を設置し、販売実績に応じ
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たキックバックを市営住宅の修繕費に充て

ることにしたそうです。 

現在、釧路市の公共施設内に置かれてい

る自動販売機の売上げのキックバックは、

年間１台当たり５０万円から１００万円に

なっており、市の大事な収入源になってい

るということです。 

担当課でも非常に有効な手段との認識に

立ち、試験的に一つの団地に自動販売機を

設置するということになっており、夜間で

も電気がついているので防犯の役割もあ

り、居住者の利便性も向上し、市も収入増

となり、契約によりますけれども、ＬＥＤ

内蔵型の自動販売機や災害ベンダー型の自

販機もあり、非常に有効だと思います。 

一方で、お店があれば民業圧迫のおそれ

もあるので、釧路市も慎重だったようで

す。自治会からは空き缶などのごみの心配

など、自治会との話し合いも必要になると

いうことでありますが、釧路市を参考に、

美幌町でも可能であれば、自動販売機を置

いて、収入源に充てていくべきではないか

と思うのですけれども、その辺の御理解は

どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 答弁の中で、公営

住宅にどのようなセンサーをというより

も、センサーがどのように振り分けられる

かという意味で御理解いただければと思い

ます。 

答弁書にも書かせていただきましたけれ

ども、公営住宅等長寿命化計画が令和４年

から後期が始まるということで、来年しっ

かりと基本的な考え方を、そこでどうする

かの決断をしたいと思っております。 

照明器具について、蛍光灯、それから水

銀灯のほうが早いですけれども、機器は製

造中止されていますけれど、物はまだ供給

されます。そういう意味では、もう少し時

間をいただきたいと思っております。 

電球タイプのＬＥＤで、かつ人感センサ

ーつきというのは、安くつけられるのです

けれど、蛍光灯タイプの人感センサーのつ

き方と、それから、答弁書に書いてありま

すけれど、利便性と防犯性をどう取るか。

人がいなければ暗くなるのはいいですけれ

ども、例えば、入り口はある程度電気はつ

けておかなければいけない。だからといっ

て、朝方までつける必要があるかとなる

と、今度はタイマーなどで時間設定もしな

ければいけない。 

各階に行ったときに、目の前の電気はそ

れぞれ個々のセンサーで反応すればいいで

すけれども、そういうことを考えると、つ

くった当時の物を利用して、改修していく

のは考えなければいけないというのが実態

だと思います。 

設置費について担当からは、共益部分で

ありますので、当然、町が費用を出す中に

おいて、日常使う分は共益費として皆さん

に負担いただきたいということで、釧路市

の事例についてはしっかり承りましたの

で、いろいろ研究させていただきたいと考

えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 公営住宅のほうは

いろいろと検討していただいて、住民の方

に安全・安心で暮らせるような施策を考え

ていただきたいと思います。 

次に、複合災害への備えと避難所運営の

再質問をさせていただきます。 

美幌町避難所運営マニュアルの見直しを

進めているとのことですけれども、いつご

ろ完成で、町民への周知をどのようにする

のか、まずその辺からお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） ただ

いまの御質問でございますが、答弁にもご

ざいましたとおり、令和２年５月に北海道

版避難所運営マニュアルが改正されたとこ

ろでございます。 
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それに続きまして、令和２年６月８日に

内閣府の防災担当、消防庁防災課、厚労省

の結核感染課の連名で新型コロナウイルス

感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓

練ガイドラインというものが発出されてい

るところでございます。 

これを踏まえまして、美幌町の避難所運

営マニュアルも当然見直しを進めていくこ

とになるのですけれども、感染症対策だけ

に限っていっても、受入れ態勢から始まり

まして、空間レイアウト、衛生管理、また

感染リスクの回避等、課題が山積してござ

います。 

それに加えて、北海道版の見直しに含め

られていた、厳冬期ですとか、地震に関し

て一遍に見直しをすることは時間的に厳し

いものがあると認識しております。 

したがいまして、当面、今コロナが蔓延

してる中、感染症対策に対する運営手法を

優先すべきものと考えてございますので、

まずそれを策定いたしまして、それに基づ

いた職員対応を確立させていきたい。その

後、地震の関係ですとか、厳冬期について

精査していきたいと考えております。 

総合的なマニュアルの完成につきまして

は、今年度中を目途に作成していきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 本年度中にマニュ

アル策定ということですけれども、これか

ら、９月、１０月は台風が多くなってきま

す。 

マニュアルが整備されないうちに、もし

コロナが終息せず、避難所体制になった場

合、いざというときに町職員が動けるのか

どうか。ふだんの訓練があれば大丈夫でし

ょうけれども、その辺はどうでしょうか。 

今年度中というよりも早期にやっていく

べきではないかと思うのですけれども、ど

うでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） 先ほ

ど御答弁した内容につきまして、今年度中

というのは、地震も厳冬期も含めた上でと

いう考えを持っていまして、感染症に関す

るマニュアル策定については、早急にまと

め上げたいと思っております。 

議員おっしゃるとおり、これから台風の

時期がきます。その前までに何とか形づく

りをしていきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） ぜひ、早急によろ

しくお願いしたいと思います。 

答弁の中に、従来からの資材備蓄、衛生

管理との答弁がありましたけれども、感染

症対策として、間仕切り等の備蓄や段ボー

ルベッドなどが感染飛沫対策に役立つとの

ニュースや新聞報道がありますが、美幌町

として資材の在庫は十分確保できているの

か、その辺の御答弁をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） ただ

いまの御質問でございますが、段ボールベ

ッドに関しましては、昨年、段ボールベッ

ドの製作業者と災害協定を締結させていた

だいております。 

実際、災害が起きた際には、そちらから

提供を受ける手はずになっているところで

ございます。 

間仕切りにつきましては、今回のコロナ

禍でクローズアップされていますので、そ

れにつきましても、今後避難所への備蓄を

検討してまいりたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 美幌町として避難

所は１８か所で、感染症対策、３密対策を



 

－ 14 － 

とった場合の収容人数は２,５２７名で、新

たに避難所指定は困難との答弁でした。昨

年も避難所の関係で質問いたしましたが、

集団生活ができない人も中にはおられると

思います。小学校や体育館などに一時的に

避難をしても、いろいろな疾患をお持ちの

方もおられると思います。 

個室にしてほしいとの要望に備えて、例

えば、公営住宅の空き室とか、教員住宅の

空き室を利用する考えはないのか、その辺

についてよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） 多種

多様なニーズ等々があると認識してござい

ます。 

先ほど答弁書で申し上げました人数につ

きましては、現在、避難所として位置づけ

ている体育館に関して、感染防止対策を含

めた場合、２，５００名ぐらいになってし

まうという御答弁をさせていただきまし

た。 

学校の中には体育館のほかに各教室等も

ございます。そういった教室利用等も含め

まして、今後、教育委員会ですとか、各学

校と御相談させていただきながら、その辺

の利活用も考えていきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 避難所の新規開設

に当たって、美幌町ではホテルや旅館が困

難な状態ですけれども、分散避難が今後の

課題になってくると思います。 

その中で提案ですけれども、お寺や神社

の広い本堂が美幌町には数多くあると思い

ます。その部分を利用できるのであれば、

檀家が本堂を利用しやすい状況になると思

うのですけれども、お寺とか神社との協定

を今後結んでいく考えはないのか、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） 避難

所の指定に関しましては、当然耐震性です

とか、浸水エリア外ということが大前提と

なります。 

それに加えまして、災害対策基本法の施

行令に要件が記されておりまして、被災者

の滞在に必要かつ適切な規模であること、

被災者の速やかな受入れや生活関連物資を

配布できること、災害の影響が比較的少な

い場所であること、車両などによる輸送が

容易であること、また、要配慮者と言われ

ます高齢者の方、障がい者の方、乳幼児な

どの円滑な利用確保がされることが定義づ

けられておりますので、これらの要件を全

て具備するということになりますと、議員

がおっしゃった場所がどうなのかというの

が一概に今すぐにお答えできない状況であ

ります。 

基本的に町といたしましては、先ほど申

し上げました学校の空き教室等、ほかのス

ペース確保を図って、収容人数の確保に努

めたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 北海道は７月に、

市町村職員を対象に新型コロナウイルスな

どの感染対策を取り入れた避難所運営訓練

を初めて実施すると報道で聞いております

けれども、美幌町の職員も参加されるので

しょうか。 

御答弁をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） ただ

いまの御質問ですけれども、議員おっしゃ

るとおり、感染症対策をメインとした訓練

を、道主催で７月１５日に室蘭市、７月１

６日に小樽市で開催されることとなってご

ざいます。 

開催されるのですけれども、開催に当た
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って、感染症拡大防止の観点から、それぞ

れの会場１か所当たり５０名未満の規模で

の開催ということで北海道は考えているよ

うでございます。 

したがいまして、参加対象となる市町村

につきましては、訓練を実施する振興局管

内の市町村を対象として、それ以外の振興

局の市町村については参加を呼びかけない

ということで確認をとっているところでご

ざいます。 

ただ、訓練内容につきましては、私ども

も当然興味ある部分でありますので、訓練

終了後、その辺の情報を収集したいと考え

ておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） ぜひ、命に関わる

避難訓練ですので、検討のほどよろしくお

願いしたいと思います。 

また、防災訓練の機会を通して、マニュ

アルの内容を今後検証するということです

けれども、昨年、美幌町全体で防災訓練を

行いました。 

今年はエリアを分けた自治会単位の防災

訓練になるはずですけれども、今年は実施

する予定があるのかお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） 議員

お尋ねの訓練につきましては、自主防災総

合訓練だと思うのですけれども、これに関

しては今年度中止ということで決まってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） できればやってい

ただいて、３密回避とか、そういう訓練を

していただければ、１番マニュアルに沿っ

た訓練になるのではないかと思いますけれ

ども、コロナウイルスが心配なので、その

辺は何とも言えない部分でありますけれど

も、その辺を踏まえた上で、今後も訓練の

実施を進めていただきたいと思います。 

次に、乳児用液体ミルクの備蓄について

再質問させていただきたいと思います。 

液体ミルクを取り扱っている事業者との

協定締結に向けて進めているとのことです

けれども、協定の締結時期はいつごろまで

にと考えているのか、目標を定めているの

かお伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 先ほどの件

で、若干私から補足させていただきます。 

自主防の訓練につきまして今年度開催が

できないということで、こちらについては

自治会連合会主催の訓練になってございま

す。 

連合会においても、当然、安全、安心な

まちづくりに御理解、御協力をいただいて

いるということで、今回の訓練の実施に向

けて検討されていたようですけれども、議

員も御指摘のとおり、新型コロナの影響

で、訓練参加者の安全を十分に確保できる

見通しがないといったことから、今年度に

つきましては苦渋の選択ということになり

ますけれども、訓練の開催を見送ったとい

う経緯でございます。 

つきましては、先ほど主幹が答弁いたし

ましたが、北海道の感染対策を含めた訓練

の結果等を踏まえて、まずは美幌町として

感染防止に配慮した訓練、避難所の運営を

しっかりマニュアル化しますので、それを

踏まえて、連合会としても今後も引き続き

訓練を開催されていくということになろう

かと思いますので、御理解をお願いしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） 先ほ

どの液体ミルクの協定の関係ですけれど

も、今現在、美幌町内で液体ミルクを取り

扱っている業者につきましては、２事業

者、３店舗となってございます。 
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今後、ほかの事業者、店舗におきまして

液体ミルクの取り扱いがあるかも含めて確

認の上、協定作業に入っていきたいと思っ

ております。 

いつまでに締結とは今の段階では申し上

げられませんので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 理解いたしまし

た。 

災害への備えとして、公助として備蓄す

るものについては整備を進めてまいります

とのことですけれども、今後の備蓄品とし

て取り入れようとしているものがあればお

伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） 今後

の備蓄資材に関しましては、今回の感染症

に関するものがメインになると思います。 

現在、感染対策、隔離対策等に関する備

品がありませんので、間仕切りとか、簡易

トイレ、あとはフェイスシールド等々、そ

ういった部分を整備していきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 私の質問の中で、

現状のミルクの備蓄についてお聞きしてい

るのですけれども、美幌町としては、粉ミ

ルク等も含めて備蓄はあるのかお伺いした

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） 備蓄

品として粉ミルクは今のところ備蓄はして

おりません。 

確保手法としましては、生活物資に関し

ての災害協定を結ばせていただいておりま

すので、そちらから入手したいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 私も何度か災害関

連の質問をしております。 

美幌町も含めてですけれども、全国的に

異常気象で災害がいつ身近で起きるかわか

らない状況になっております。 

何回も言っておりますけれども、災害と

いうのは、これで十分というものは何一つ

ないと思っております。 

町民の方の命を守る政策や今後のマニュ

アル作成の尽力を要望し、私の質問は終わ

らせていただきたいと思います。 

ありがとうございました。 

○議長（大原 昇君） これで、９番藤原

公一さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１１時２５分といたします。 

午前１１時１２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時２５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君）〔登壇〕 それでは

事前に通告しておりますコロナ禍における

今後の学校教育について、地域情報化の推

進について、宿泊施設誘致促進事業につい

て、以上３項目について御質問させていた

だきます。 

まず１点目、コロナ禍における今後の学

校教育につきましてでありますが、小中学

校の臨時休校に伴う学習遅れの解消施策に

ついて。 

いまだ新型コロナウイルスが世界を席巻

する中、２月２３日、美幌町において新型

コロナウイルス感染症対策本部が設置され

て以降、各種対応策を行っております。 

中でも、町内の小中学校においては、２

月２７日から３月２４日及び４月２０日か
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ら５月３１日まで臨時休校となり、春休み

を除き、２カ月強学習機会が失われており

ます。特に進級前後の大事な時期でもあっ

たと思います。 

この間、分散登校による学習や課題等に

取り組まれましたが、まだまだ内容的にも

時間的にも十分とは言えないと思います。 

他市町教育委員会等では、学習時間確保

のため、夏休み、冬休みの短縮や運動会等

行事の延期、中止を検討しているようであ

り、美幌町としても、先日、夏休み期間を

各小学校で１２日間、各中学校で９日間と

し、授業時数を確保すると発表しました。 

今回の夏休み短縮により、失われた学習

時間をどの程度回復できるのか、今後さら

に学習機会を確保する施策を講じなければ

ならないのか、現状と今後の考え方につい

てお聞かせください。 

２点目として、今後の学校教育の考え方

について。 

新型コロナウイルスがいつ終息するの

か、また、第２波、第３波の感染拡大があ

るのか全く予想がつかない状況の中、子供

たちへの感染防止と並行しつつ、学力低

下、学習機会が喪失されないように対策を

講じていかなければならないと思います。 

国としてもＧＩＧＡスクール構想や学校

における新型コロナウイルス感染症に関す

る衛生管理マニュアル、学校の新しい生活

様式などを打ち出しています。 

国がやるべきこと、都道府県がやるべき

こと、できること、各市町村ができること

様々ですが、美幌町において今後、子供た

ちの学校教育をどうすべきか、その考え方

をお聞かせください。 

２点目、地域情報化の推進についてであ

ります。 

公衆無線ＬＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉ整備の現状

と今後の対応について。 

平成３０年２月、総務省が「２０２０年

に向け全国約３万箇所のＷｉ－Ｆｉ整備を

目指して」という方針の下、公衆無線ＬＡ

Ｎ、Ｗｉ－Ｆｉ整備を行い、防災拠点及び

被災場所として想定される公的拠点で整備

意向のあった自治体を優先し、整備すると

ありましたが、美幌町における公衆無線Ｌ

ＡＮ環境整備の状況についてお聞かせくだ

さい。 

２点目、光ファイバー整備促進事業の進

捗状況及び今後の事業の進め方について。 

平野町長の公約の一つに、農業地区の情

報基盤、光回線通信網の整備を国に要請し

ますとあり、それを受け、美幌町総合計画

や実施計画も見直されています。 

これまで公約実現のため、どのように動

かれ、現状はどうなのか、今後どのように

していくのか、その考えをお聞かせくださ

い。 

３点目、宿泊施設誘致促進事業につい

て。 

グランドホテル廃業に伴う影響と今後の

宿泊施設確保の考え方について。 

５月３１日をもって美幌グランドホテル

が廃業いたしました。 

美幌町にとっても、観光や経済等に大き

なダメージを与えるのは間違いないと思い

ます。 

平野町長の公約でも、宿泊施設の確保、

集客の強化を進めるとあり、美幌町総合計

画の実施計画では、民泊等のシェアリング

エコノミービジネス、グランピングの新た

な手法の導入を検討とあります。 

宿泊業大手が廃業したことにより、民泊

等のシェアリングエコノミービジネスによ

る観光や経済を向上させるどころか、回復

もままならないと思いますが、宿泊施設の

確保という観点で、町長の考えをお聞きし

たいと思います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 戸澤議員

の御質問に答弁いたします。 

なお、コロナ禍における今後の学校教育

については、後ほど教育長から答弁いたし
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ます。 

地域情報化の推進について。 

Ｗｉ－Ｆｉ整備の現状と今後の対応です

が、町の施設でＷｉ－Ｆｉ環境が整備され

ている施設は、役場庁舎、しゃきっとプラ

ザ、町民会館等１４か所、指定避難所では

１８か所中、今年度整備予定を含め８か所

となっており、そのうち、美幌小学校、東

陽小学校については、平成３０年度公衆無

線ＬＡＮ環境整備支援事業により整備して

います。 

災害時には、通信の集中により電話回線

が機能しづらくなるため、無線によるイン

ターネット通信は情報収集、安否確認等に

有効な手法であると認識しておりますの

で、Ｗｉ－Ｆｉ未整備の指定避難所につい

ては、通信環境を調査した上で、今後計画

的に整備してまいりたいと考えております

ので、御理解くださいますようお願いいた

します。 

次に、光ファイバー整備の状況と今後に

ついてでありますが、光回線通信網につき

ましては、公共性の高いインフラとして認

識しているところであります。 

とりわけ、農村地区においては未整備箇

所があり、地元住民からの整備要望も頂い

ているところでありますが、その整備には

多額の費用を要し、町単独での整備は難し

いことから、国の補助制度による支援を受

けて実施することが最も望ましいと考え、

十分な財源確保に向け、本町も参画するオ

ホーツク圏活性化期成会において、地域情

報通信基盤の充実を国に要望してきたとこ

ろであります。 

今般、国の新型コロナウイルス対策の第

２次補正予算案において、新型コロナウイ

ルス感染症への対応を進めながら、新たな

日常に必要な情報通信基盤の整備を加速す

べく、大規模な支援策が組み込まれたとこ

ろであります。 

これは光ファイバー未整備地域を解消す

るため、これまでの高度無線環境整備推進

事業について、国費の規模、要件の緩和に

併せ、補助裏の地方負担分に対し、地方創

生臨時交付金が別枠で措置されるもので

す。 

この事業を活用できれば、一定の財源を

確保の上、整備が可能となることから、現

在、制度の活用要件や事業費規模などにつ

いて確認を行っているところであります。 

引き続き、国の支援について注視の上、

情報を逃すことなく、早期の事業着手に向

けてしっかりと取り進めてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

次に、宿泊施設誘致促進事業についてで

すが、グランドホテル廃業に伴う影響と今

後の宿泊施設確保の考え方についてであり

ますが、美幌グランドホテルは、町内最大

の客室数と定員を有するホテルとして、１

９７２年の創業以来、約半世紀にわたり、

地域に根差したホテルとして大きな役割を

担っていただき、このたび５月３１日をも

って閉館されたことは大変残念に思ってい

るところであります。 

また、これまで本町を訪れるビジネス・

観光客のほか、スポーツ合宿の受入れ先と

して地域を支えていただいたことに、心よ

り感謝を申し上げるところであります。 

町内最大の宿泊施設でありました美幌グ

ランドホテル閉館後の観光や経済における

影響は非常に大きいものでありますが、当

面、ビジネス・観光客の宿泊については、

グリーンビレッジを初め、他の町内の施設

を利用していただくこと、また、宴会や大

規模な会議については、町民会館の利用の

ほか、農協会館で受入れしていただくこと

しかないと考えております。 

このようなことから、早急に宿泊施設の

確保を行わなければならないという認識は

持っておりますが、長期化が予想される新

型コロナウイルス感染症の影響の推移や観

光の動向など、時期を見極め、関係団体と

も協議しながら、本町の立地条件や観光資



 

－ 19 － 

源に適した宿泊施設の確保に努めてまいり

たいと考えておりますので、御理解をお願

いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君）〔登壇〕 戸澤議

員の御質問にお答えいたします。 

御質問の１点目、失われた学習時間の現

状と学習機会を確保する施策の今後の考え

方についてでありますが、学校において

は、新年度に入り２６日間の臨時休校を余

儀なくされました。 

この回復には、期間中の分散登校日のほ

か、運動会等の学校行事の中止や学校独自

の取組を精査したところ、現時点では通常

の夏休み期間の１０日間を授業日に充てる

ことで、全ての学校で標準時数を確保でき

る見通しを立てたところであります。 

また、今後の新型コロナウイルス感染症

の第３波や冬季間の吹雪、インフルエンザ

等の臨時休校に応じて、冬休み期間も最大

１０日間の授業日を確保することとし、さ

きの校長会議で確認したところでありま

す。 

今の学校の最大の使命は、児童生徒の心

身の健康バランスと生活リズムを整えなが

ら、学習の遅れを取り戻し、定着させるこ

とであります。そのためには、時間割や授

業の進め方を工夫するとともに、今まで以

上に家庭の協力が不可欠となってまいりま

す。 

これまで指導ができていない内容をより

充実させるためにも、指導方法の工夫や指

導順序の変更、家庭学習との組合せなど、

あらゆる手段を用いて対応しなければなり

ません。 

今後も臨時休校を常に意識した学校・学

級運営が求められますが、全ての学年にお

いて、今年度中に授業を終えるよう、教職

員及び教育委員会が連携して全力で取り組

んでまいります。 

次に、２点目の、今後、子供たちの学校

教育をどうすべきか、その考え方でありま

すが、当面は、新型コロナウイルス感染症

とともに生きていかなければならないとい

う認識に立ちつつ、子供たちの学びを確実

に保障することが重要であります。 

３密を避けた新しい学校生活スタイルを

しっかりと認識し、レベル１の対応を確実

に実行しなければなりません。 

今月から学校が再開されましたが、今、

学校は本来の姿である教師と児童生徒が対

面で行う授業を継続していく中で、学習の

遅れを取り戻すことが最優先されます。 

一方、新型コロナウイルスの感染拡大に

よる、さらなる臨時休校に備えることも大

切であります。 

いかなる状況でも学びを止めない確かな

学びを保障するため、休校中における児童

生徒の家庭での学習の充実を図ることが必

要であります。 

そのため、一つ目として、学校と家庭の

双方向で授業を行うリモート学習の構築が

急がれており、現在、ＧＩＧＡスクール構

想の整備に向けた準備を積極的に進めてい

る状況にあります。 

二つ目は、学校が課す家庭学習を授業の

補完に位置づけるものであります。 

これまでの家庭学習は、主に復習型の取

組でありますが、これからは先行・予習型

を加えることで、学習を効果的・効率的に

進めることができます。 

三つ目は、来る臨時休校期間において

も、地域の状況をしっかりと見極め、新し

い生活様式による感染予防を徹底しなが

ら、可能な限り分散など登校の機会を設け

ていきます。 

さらに、この時期は学習面だけでなく、

児童生徒の不安や心配を解消する心のケア

を全職員で取り組むとともに、家庭や地域

の力をお借りして、学校とともに一丸とな

った教育活動を推進していくことが必要で

あります。 
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今後とも、感染症対策を徹底しつつ、あ

らゆる手段で子供たちを誰一人取り残すこ

となく、健やかな学びを保障していく取組

に尽力してまいりますので、御理解賜りま

すようお願いいたします。 

以上、御答弁申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） それでは、コロナ

禍における今後の学校教育についてから再

質問をさせていただきたいと思います。 

御答弁にもありましたとおり、新年度に

入り２６日間の臨時休校だったということ

で、学校の行事、夏休みの１０日間短縮と

いうことで、その時数を確保できると御答

弁いただきました。 

新年度前に、春休み前、春休みを含めて

３月３１日まで臨時休校をしていましたけ

れども、特に、６年生から中学校１年生に

上がった子供、あるいは中学校３年生から

高校１年生に上がった子供というのは、１

番大事な学年末の教育を受けていないと思

うのですけれども、それらはどういう形で

授業を確保しているのか、あるいは、ほっ

たらかしなのか、その辺の状況についてお

聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまの御質

問でございますが、これは小学校、中学校

のどの学年も共通して言えることでござい

ますが、２月２７日からの臨時休校時に

は、特に卒業する小学校６年生、中学校３

年生については、課題はほぼ終わっている

状況でございます。 

したがいまして、その分につきましては

積み残しはないと理解しているとこでござ

います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 終了間際というこ

とで、新しい教科はなく、ほとんど終わっ

ていたということで、とりあえず安心いた

しました。 

学校指導要領に基づいて年間の教育時間

が決まっていると思います。どの教育にこ

の時間を割り当てるというのは当然決まっ

ていると思います。その中で、教育時間を

確保するのは大変難しいことだと思いま

す。例えば、同じ教育の中でも、基礎をや

って、応用をやって、また次の問題で基礎

をやって、応用をやってというサイクルで

学校教育では教えていると思うのですけれ

ど、今後、第３波、あるいは第４波でいつ

また臨時休校になるか状況がわからない中

で、とりあえず基礎だけを教えてしまう。

それから、ある程度落ち着いたところで、

この基礎について応用をやっていきましょ

う。またこの基礎について応用をやってい

きましょうというような教え方をすれば、

ある程度の基礎的知識は習得できると思う

のですけれども、そういう教育要領という

のは、文科省が定める教育要綱においてで

きるのか、できないのか。 

あるいは、美幌町としてそういう考えは

あるのか、ないのかについてお聞かせくだ

さい。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 議員おっしゃる

学習指導要領は、年間の学習すべき内容、

教える内容について定められているもので

ありまして、学年ごと科目ごとに単元とい

うことで設定されております。その単元に

対して、基礎をやって、応用をやって、定

着をやってという流れで日々の授業が行わ

れている状況であります。 

このようなことから、基礎、基礎、基礎

という流れはなかなか難しいと考えており

ます。 

いずれにしましても、学習の定着が何よ

りの課題であると考えておりますので、そ

の辺に向けてはしっかりと学校でも取り組

んでいる状況であります。 
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よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 別表の５１条関係

に、例えば１学年だと国語３０６時間と

か、そういうのは当然承知して質問をして

いるのですけれど、要するに、基礎、応

用、基礎、応用という形で授業をしていく

と、臨時休校になってしまった、今回はた

またま２月でほとんど科目が終わっていた

時点だったので臨時休校になっても取り残

さなかったですけれど、２学期に入ってす

ぐ２カ月間失われてしまった場合に、非常

に遅れてくると思うのです。 

なので、最終的に１００教えることがあ

って、そのうちの５０が基礎だと、ふだん

は順番に教えていって１００にするのです

けれど、最初に５０だけ教えてしまうとい

うやり方は、根拠上はできないのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 私も勉強不足な

面がありますけれども、法令上特に定めら

れているものはないと認識をしております

けれども、基本的に臨時休校がいつあるか

わからないということを想定しながらも、

ふだんの学びを止めないということが重要

でございますので、学習指導要領に沿った

形で、単元を一つずつ定着するような授業

を組立てていきたい、そう思っておりま

す。 

また、万が一第３波、第４波だとか、イ

ンフルエンザ等によって臨時休校が多くな

るようなことになりましたら、今回の休校

期間の中で、オンラインだとか、分散登

校、様々な学びを止めない方法について全

国で研究してきた経過もございます。 

そのような中で、様々な方法を組み合わ

せて、学びを止めないように取り組んでま

いりたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 確かに、先ほど私

が言ったやり方だと上辺だけしか教えない

という形になって、子供たちにとって非常

に吸収しづらいと思いますけれども、基礎

をしっかり教えるという部分ではありなの

かなということで質問させていただきまし

た。 

今、新しい生活様式レベル１の環境下に

おいてきちんとやっているということです

けれど、レベル１は１メートル以上あける

形になっていると思います。 

テレビ報道を見ますと、午前中に半分の

生徒が来て、給食を食べて帰って、また午

後から来てという教育をやっている自治体

もあります。 

教職員の方々は非常に大変な思いをして

いると思うのですけれども。 

美幌町は、レベル１の環境下で３密を回

避するために、例えば、窓の開け放しと

か、机の間隔を広げているとか、そういう

現状について教えてください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

限られた部屋ではありますけれども、教

室も最大限に１メートル離したりですと

か、授業を行うごとに休憩時間に換気する

ですとか、手洗いをするですとか、そうい

うのは徹底して最大限やっているところで

ございます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 先ほど、先生方の

苦労が非常に多いと言いましたけれども、

ニュース報道を見ますと、授業が終わった

後に先生が自ら生徒の机あるいは教室のド

アノブ等々の消毒を行っているというよう

に、ふだんでも学習準備で時間がない中

で、そういうことも先生が行っているとい

う自治体もあります。 

美幌町の現状としてそういうことがある
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のか。 

例えば、ＰＴＡのボランティアを募ると

か、少しお金がかかっていいのであればパ

ートを雇って教師の負担を軽減させるとい

う方法もあるのではないかと思うのですけ

れども、その辺について現状と考え方を聞

かせていただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

議員おっしゃるとおり、実際教員が消毒

作業をやっております。 

昨年度立ち上げました学校運営協議会、

この中でも地域の力をお借りして学校をや

っていかなければ成り立たないということ

で、実際に校長とも話をする中で、そうい

うスクールサポートというのでしょうか。

国も今回、２次補正で計上していますけれ

ども、そういう方たちの協力を得ながら、

私たちもできる範囲で地域のサポートに取

り組んでいきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） ボランティアが１

番いいでしょうけれど、コミスクの組織を

活用した、あるいはＰＴＡを活用したボラ

ンティアが無理であれば、少しお金がかか

ってもいいから委託なりして、教員の方々

の時間を確保して、勉強を教えることに十

分に時間を取れるようにしていただければ

と思います。 

それと、学校行事がいろいろ中止になっ

ています。運動会も早々と中止になったの

ですけれども、外でやる行事で余り密でな

ければ、運動会は秋に延ばしてもできたの

ではないかと私は個人的に思うのですけれ

ども、そういう考えはなかったのか。 

今後、６年生が楽しみにしている修学旅

行ですとか、５年生の宿泊研修ですとか、

勉強以外の社会人になるために必要な教

育、あるいは行事があると思うのですけれ

ども、中止は簡単です。中止だと言うのは

簡単ですし、中止することによって、ふだ

んの学習時間を確保できるというのはわか

るのですけれども、そういう大事な行事は

あると思うのです。ぜひ、その辺を確保で

きるような方策をとっていただきたいと思

うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまの行事

のお話でございますが、議員おっしゃるよ

うに、行事を通じて様々な人間形成をして

いくものだと学校現場でも非常に重要視し

ているところであります。 

しかしながら、今回こういった状況を踏

まえて、運動会につきましては、競技種目

が限られるということ、さらには、密集等

が避けられないということも加味した中

で、今回は延期ではなく中止という判断を

させていただいたところであります。 

また、宿泊研修、様々な屋外でやります

遠足だとか、マラソン大会、そういった行

事がありますけれども、こちらにつきまし

ては今後の状況を見ながら、実施を含めて

前向きに検討していきたいという思いでい

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 例えば、運動会で

あれば、グラウンドが小さければ、陸上競

技場を使うとか、学芸会は学校の体育館が

狭く密になるのであれば、びほーるを使う

とか、固定観念を持つことなく、いろんな

場所を研究しながら、どうしたらできるか

ということを少しでも考えて、実施の方向

で検討していただきたいと思います。 

次に、ＧＩＧＡスクール構想ですが、構

想によりますと、３クラスで１クラス分が

基準だったと思うのですけれど、美幌町に

おいては、全クラスにＧＩＧＡスクール構

想、要するにハード面を整備する考えなの

かお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申
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し上げます。 

１人１台の端末ということで、全員に配

備する予定でございます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 現在ＩＣＴ教育も

進んでおりますけれども、普通教室のＷｉ

－Ｆｉの整備率、平成２９年３月現在の全

国平均は、２９.６％だそうですけれども、

美幌町の各小中学校における普通教室での

Ｗｉ－Ｆｉ整備率はどのようになっている

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（遠藤 明君） 御答弁申

し上げます。 

１００％でございます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 非常にすばらしい

ことですね。機器を導入すればすぐ教育が

できる環境にあると思います。 

ハード面については、先ほど言ったＧＩ

ＧＡスクール構想で１人１台ということで

すけれども、岩手県八幡平市松野小学校の

校長先生の話を新聞記事で見たのですけれ

ども、家庭環境の実態把握も大切だという

ことでした。 

Ｗｉ－Ｆｉ環境がない家庭もあるだろう

し、タブレットを持っていない子供たちも

いるだろうと。そういうところには学校が

授業で使っているコンピューターやタブレ

ットを貸し出したり、ルーターやポケット

Ｗｉ－Ｆｉなどを貸し出す必要性がある。

そういう家庭環境の実態把握、それから、

学習意欲の育成です。 

今、１人でオンライン学習を受ける身に

なれば、受け方、機械の操作は別として心

の持ちようです。ふだんは学校の先生に直

接聞ける話が、オンラインとなるとなかな

か取り組む力を発揮することができない。

やる前に、学校の授業でオンライン学習が

できる能力を学校の授業として付与してい

かなければならないということをおっしゃ

っていたのです。 

だから、ＧＩＧＡスクール構想、ＧＩＧ

Ａスクールをやるためには、ハード面だけ

の整備ではなくて、ソフト面の整備も必要

だということを言っていると思うのですけ

れども、その辺の考えはいかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまの関係

で、先ほど普通教室のＷｉ－Ｆｉについて

主幹から答弁申し上げましたけれども、普

通教室にはＷｉ－Ｆｉ環境が全て整ってお

ります。 

しかしながら、回線の容量は小さめにな

っております。したがいまして、例えば、

ＧＩＧＡスクール構想で全児童生徒がタブ

レットを持って一斉に動画を見た場合には

固まってしまう状況もありますので、ＧＩ

ＧＡスクール構想の中では、大容量の回線

整備も一緒に取り組んでまいりたいと思っ

ております。 

また、ネット環境のお話がありましたけ

れども、先日、文部科学省からの通達もあ

って、ネット環境の状況について調査させ

ていただきました。 

その中では町内の児童生徒が約１,３００

人おりますけれども、そのうち６％はネッ

ト環境がない。ない理由ですけれども、農

村部で電波が通らないだとか、あるいは経

済的な状況でそういったものを用意してい

ないということでございます。 

今回のＧＩＧＡスクール構想の中では、

そういった準要保護世帯、こういった方々

に対しては、ポケットＷｉ－Ｆｉのルータ

ーだとか、そういった対応もメニューに入

っています。月々の使用料、通信料につい

ても補助対象という制度もございます。 

３点目の機械を用意して、いざ使うとな

ったときに、議員がおっしゃるように、そ

の前段のことが大切になると思います。 

実際に今、オンライン授業が様々な場面
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でありますけれども、よく聞く話では２０

分ぐらいしたら飽きてくるということで

す。特に低学年はあろうかと思います。 

そこはうまく使っていけるように、学校

教育の中で、導入部分を大切にしながら取

り組んでいきたいと思っていますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 続いて、地域情報

化の推進ということで再質問をさせていた

だきます。 

各公共施設は整備していますということ

ですけれども、公共施設の敷地内、施設

内、いろいろあると思うのですけれど、ど

こに行ってもつながる状況なのかどうかで

す。 

特に避難場所については、体育館が避難

場所になっていると思うのですけれども、

避難場所以外の体育館の外ですとか、その

つながる範囲がどういう状況になっている

のかお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） ただ

いまの御質問でございますが、基本的に屋

内用のルーターでございますが、若干電波

が漏れますので、体育館を一、二歩出たと

ころまではつながるかと思いますけれど

も、基本的には屋内ということでございま

す。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 例えば、体育館の

真ん中、あるいは東端、南端、どこに行っ

ても屋内であればつながるという認識でよ

ろしいですか。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） 基本

的に避難所施設内であれば対象エリアと認

識してございます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 観光施設というこ

とで、みどりの村のキャンプ場とかがある

と思うのですけれども、キャンパーはＷｉ

－Ｆｉがつながることがどこのキャンプ場

に行くかというときの一つの条件に入って

くると思うのですけれども、みどりの村の

キャンプ場とか、観光施設のＷｉ－Ｆｉは

どういう状況になっているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） ただ

いまの御質問ですが、キャンプ場につきま

しては、今のところ電波は到達しておりま

せん。 

あと、観光施設ということで、美幌峠レ

ストハウスにつきましては、たしか開発局

で光回線を入れたはずですので電波は通っ

ているはずです。 

あと、美幌駅は観光物産協会が設置した

ルーターがございますので、駅舎内につき

ましては、Ｗｉ－Ｆｉを使用できると認識

しております。 

それと、峠の湯についても同様に、施設

内にＷｉ－Ｆｉが設置されている状況です

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） みどりの村にはＷ

ｉ－Ｆｉをつける予定はないのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） みどりの村の

グリーンビレッジは、全客室、施設内はＷ

ｉ－Ｆｉを使える環境としております。 

キャンプ場につきましては、防災危機管

理主幹が申し上げましたとおり、今後、議

員がおっしゃることも検討して、整備を検

討してまいりたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 
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○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 今、スマート農業

が全国各地でやっていて、美幌町の若い農

業家の方もスマート農業をやりたいと思っ

ている方がいると思うのですけれども、今

の農村部に光回線が通じていない状況だと

なかなか厳しい状況だと思うのです。 

スマート農業を農村地区に普及させるた

めにも、農業地区への光回線の整備は非常

に重要だと思うのです。 

直接聞いた話ではないですけれども、道

知事も全部に光回線の整備を行き渡らせな

いとだめだと言われたということで、そう

いうことを聞くと、補助金を国、道からも

らえる可能性が今後十分出てくると思うの

です。 

今後は、５Ｇの時代になってくると思う

のです。美幌町がどこまで５Ｇにされるか

わかりませんけれども、それらを踏まえ

て、５Ｇも含めて、農業地区への整備も含

めて、そうすることによって、今はあちこ

ちでテレワークを使っている企業がありま

す。美幌町においてもＷｉ－Ｆｉ環境が整

備されれば、女満別空港も近いですし、美

幌町に企業を移すという企業も、積極的に

アピールすれば現れてくると思うのです。 

お金がかかるというデメリットはありま

すけれど、その環境を整備したことによる

プラスのほうが多いと思うのですけれど

も、町長いかがでしょうか。 

ぜひ、美幌町はどこに行ってもＷｉ－Ｆ

ｉがつながるというような環境整備、すば

らしいと思いますがどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、Ｗｉ－Ｆｉ環

境と光ファイバー網の話をミックスしての

御質問だと思います。 

Ｗｉ－Ｆｉ環境については防災危機管理

主幹が言ったとおり、ある程度整備はして

いく考えでありますので、御理解いただい

ていると思っております。 

御質問の中の防災等に資するＷｉ－Ｆｉ

環境の整備計画を令和３年まで延ばして、

その中で、私どもが国から言われているの

は、どちらかというと防災拠点をしっかり

とやってくださいという話であります。 

それに関する場所、例えば、防災拠点以

外で大体当時３万か所と言っているのです

けれど、結果的に３万か所のうち約４,００

０か所がまだ整備されていない中でいけ

ば、そのうちの防災拠点の中で３,７００か

所やりたいということです。 

美幌町は、答弁書に書いてあるとおり、

順序立てていけば全部できると思っていま

す。 

そのベースになるのは、あくまでも光フ

ァイバーがきちんといっていなければ、Ｗ

ｉ－Ｆｉは余り意味がないのです。 

ですから、一つの方法でいけば、光回線

またはＣＡＴＶ回線、今廃止されましたＡ

ＤＳＬ、これはワイヤーで光ではないです

けれど、この三つがブロードバンドと言わ

れているベースですけれども、うちは、ど

ちらにしてもＣＡＴＶではないので光を入

れたい。 

そして、今回答弁書に書いてあるとお

り、美幌町はやるということで進めており

ます。 

そういう形であれば、スケジュール的に

は非常にタイトですけれども、これは国

も、それから道もやるべきだということ

で、管内では平成２２年に７か所やってい

るのです。何でそのときに美幌町はやらな

かったのかと言われるのですけれど、当時

は小規模な町村、どちらかというと、なか

なか今後商業者がきちんと整備されないと

ころをやった経過があって、多分当時の美

幌町が手を挙げてもやれなかったという状

況で、結果的に今まできているとの実態で

あります。 

ですから当然、私の公約にも入っていま

すので、今回しっかり整備をしていきたい

と強く思っております。 
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○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 心強い回答をいた

だきました。 

ぜひ、国、道の補助金の状況にアンテナ

を張って、そういう情報があったらすぐに

飛びついて、実現に向けていっていただき

たいと思います。 

続いて、最後の宿泊施設の誘致というこ

とで、町長が掲げる民泊等のシェアリング

エコノミービジネスは、私も調べてわかっ

たのですけれども、簡単にどういうものな

のか、具体的に町長が思うこのビジネスに

ついて説明していただけるでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 余り横文字表現は

よろしくないのでしょうけれど、シェアリ

ングエコノミーという部分でいけば、もと

もとはアメリカのシリコンバレー辺りに拠

点をもって始まったことです。 

今、国は東京オリンピックに向けて外国

人が使えるような形、言うならば、宿泊サ

ービスを提供する民泊的なサービスを具体

的にお話ししたほうがいいですね。 

例えば、エアビーアンドビーを聞いたこ

とがありますか。住宅のシェアをするアメ

リカの企業です。 

それが日本に来ていて、イメージはカー

シェアリングとかシェアハウスのイメージ

で見たほうがわかりやすいでしょうか。そ

ういうことを進めていこうという話だった

のです。 

多分コロナウイルスでなければ、それで

成り立っているのですけれど、この頃のニ

ュース等で見れば、札幌市で外国の方に向

けてやっていたところは全部つらくて閉め

ている状況です。 

私が町長施策の中で考えていたのは、シ

ェアリングエコノミーという一つの概念の

中でやったらどうかという話だったのです

けれど、今は、きちんとした宿泊施設、民

泊は民泊できちんと進めるのですけれど、

それと併せて、今回グランドホテルが閉め

られたということで、きちんとホテルに準

じたものを整備しなければいけない。 

整備というのは、町がということではな

いのですけれど、皆さんと話した中で、し

っかりそれを確保することが大事だという

認識が強いと御理解いただきたいと思って

います。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） わかりました。 

その中で、民間ホテルの誘致は、グラン

ドホテルが営業している時代からいろいろ

動いてはいると思うのですけれども、手を

挙げてくれる企業がないのが実情で、グラ

ンドホテルが廃業したからといって、大手

も中小も含めて美幌町に新しくホテルを建

てるという企業は多分ないと私は個人的に

は思っています。 

そうなると、今の宿泊施設を活用する

か、あるいは、本来はだめでしょうけれ

ど、宿泊研修施設ということで町が何とか

建てて、民間譲渡なのか、管理運営を任せ

るのかとやるしか実現する方法はないと見

ております。 

その中で、今すぐにできること、できな

いことがあると思うのですけれど、今すぐ

に町ができることとしては、グリーンビレ

ッジとエコハウス、そこを何とか活用して

もらう形になると思うのですけれども、や

はり、市街地から遠い。観光で来られる方

は市街地から遠くてもいいと思うのです。 

ただ、夕食、朝食を持ち込まないとだめ

なので、観光客にとってもなかなかハード

ルが高いと思うのです。 

だから、そういうところを逐次整備して

いかないとグリーンビレッジ、エコハウス

を活用すると言っても厳しいと思うので

す。 

なので、その辺を早期にできること、で

きないことを分析して、やっていかなくて

はならないと思うのですけれども、グリー
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ンビレッジ、エコハウスを活用するために

は、先ほど言った、飲食ができる場所をつ

くらなければお客さんが増えないと思う

し、お風呂についても大浴場があるとはい

っても大勢の方が入れるような場所ではな

いと思うのです。 

その辺、グリーンビレッジ、エコハウス

を活用するためにどのような方法があるの

か検討すべきと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回のグランドホ

テルのことをお話しさせていただければ、

グランドホテルが今まで私どもに貢献いた

だいたことは、宿泊施設という面と、もう

一つは、バンケット機能というか、宴会を

するという、近年グランドホテルは宿泊と

いうよりも、宴会をやったり、会議の会場

としての利用の収入が多かったのかなと思

っています。 

このバンケット機能をどうするかという

のは、まずこれは近々に解決しなければい

けないと思っています。 

答弁書にも書いてありますけれど、町の

中で大きく収容できるのは、町民会館、そ

れから、まだ最終的な解決方法は見えてい

ないですけれど、農協会館の２階もかなり

使われています。 

ただ、農協会館はあくまでも組合員のた

めにつくられた施設であって、実情から言

えば、管理については農協がやっていて、

食事を提供するところに利用の管理も全部

お願いしていた実績があって、そこも廃業

したという形で、そういうこともいろいろ

と解決しなければいけないという意味でい

けば、バンケット機能をどうしていくかと

いうことも整理したいと思っています。 

質問の宿泊という部分については、グリ

ーンビレッジがありますし、団体がまとめ

て入るのであればエコハウスが入れるとい

うことで、この辺については、食事の提供

は今までもあったのです。 

要は、きちんと契約して、ある程度数が

コンスタントに入れば朝食を用意してもら

えるのですけれども、やはり、固定的な人

数が入らない中で準備をするというのは難

しいということで中止されているので、今

後についてはそういう関わり方、今はコロ

ナウイルスによって飲食店の方々の考えも

変わりつつあります。 

今までは、そんな面倒くさいことはした

くなかったけれども、一つでも収入を得る

ためには概念を変えて協力してくださいと

いう話はしたので、そういった中でいけ

ば、食事については今後は解決できる部分

があると思っています。 

ただ、街と距離がある部分をどうするか

というのは、今後いろいろ考えなければい

けないと思って、いずれにしても、グリー

ンビレッジとエコハウスだけではなくて、

あとは、観光のほうの協議会等が中心にな

って農家民泊をするための数を増やしてい

ます。そういう人たちの協力も得られるか

どうか。 

ただ、街の中にそういうところがない中

で、街の中に泊まれるものが少人数でもで

きるかどうかは、今いろいろと考えさせて

いただいていることであります。 

いずれにしても、皆さんと協議をした

中、それから皆さんの知恵を借りて、町が

というよりも、皆さんと解決しなければな

らないことでありますし、私としても、そ

れをしっかり進める努力はしていきたいと

思っております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 時間がないですか

ら、最後の質問をさせていただきたいと思

います。 

バンケットという観点で言えば、今の峠

の湯の２階が使えないかと思うのですけれ

ど、送り迎えのバスがないのが難点なので

す。 

道央環境センターが今、レストラン機能



 

－ 28 － 

もやっていますし、うまく活用すればでき

ないことはないと思います。 

それから、やはり街の中に宿泊施設がな

いと、なかなか経済面も観光面も回らない

です。 

町長も同じような考えを持っているよう

ですけれども、今後、図書館の建て替えと

かもあると思います。峠の湯も改修時期に

近づいてきています。峠の湯をどうするか

という問題もこれから結論を出さなければ

ならないと思います。 

前から私は言っていますけれど、温泉は

運べます。あそこに温泉をつくる必要ない

と私は思います。 

ということで、図書館と宿泊施設、温

泉、あるいは、子供たちが遊ぶ施設、複合

的な施設を街の中につくってしまえば全部

解決できるのではないかと私は思っていま

すが、この辺は町長に答弁を求めるのは難

しいので、そういう方法もありますよとい

うことで、私の質問を終わりたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） これで、１番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１３時３５分といたします。 

午後 ０時１７分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時３５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君）〔登壇〕 私は３点

について、町長の考え方、教育長の考え方

をそれぞれお伺いしますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

最初に、１点目であります。 

教育行政について。 

少子化時代を見据えた小中学校のあり方

についてでありますが、美幌町の児童生徒

数につきましては、平成元年に小学校１０

校、２,１８７人、中学校２校、１,２２２

人が、令和２年では、小学校３校、８６８

人、中学校２校、４４９人と大幅に減少し

ております。 

これまでの学校の統廃合の経過につきま

しては、児童数の減少により、教育条件が

低下する複式校を解消するため、地域住民

と協議を重ね、昭和６０年に栄森小学校、

登栄小学校、平成元年に豊岡小学校、平成

２年に古梅小学校、平成３年に都橋小学

校、平成４年に日並小学校がそれぞれ統合

されました。 

平成５年以降も４校が複式教育を実施し

ていましたが、著しい少子化の進展により

児童数が減少する中、平成１３年に田中小

学校、報徳小学校、平成１９年に上美幌小

学校、平成２６年に福豊小学校がそれぞれ

閉校することになり、町内の全ての複式校

が解消され、市街地３校に統合されまし

た。 

その後も市街地３校の児童数が減少し現

在に至っているところであります。 

また、中学校においても、生徒数の減少

に伴い、学級数が減少してきているところ

であります。 

このような状況の中、さらに少子高齢化

に伴い美幌町の人口は、第６期美幌町総合

計画での人口推計では、２０３０年には１

万５,２３０人まで減少すると推計してお

り、それに伴って、児童生徒数の減少が避

けられない中、小中学校のあり方につい

て、教育委員会としてどのように考えてい

るのかお伺いいたします。 

次に、２点目についてであります。 

美幌町のまちづくりについて。 

美幌町まちづくりミーティングについて

でありますが、町と美幌町自治会連合会

は、平成２０年５月１日から協働してまち

づくりを行うため、美幌町地域サポーター

制度を協定しておりましたが、令和２年３

月３１日をもって協定を解消し、美幌町地

域サポーター制度を見直して、美幌町まち
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づくりミーティングを創設しましたが、次

の項目についてお伺いいたします。 

１、地域サポーター制度のこれまでの取

組及び見直した理由についてお伺いいたし

ます。 

２、町民団体から行政側に申し込む場

合、また、行政側から町民団体に申込みを

する場合、具体的な内容をどのように考え

ているのかお伺いいたします。 

３、ミーティングの内容に、要望または

苦情を目的としたものは断る場合もあると

なっておりますが、町民と行政が意見交換

を行うことで、元気で活力あるまちづくり

を推進するためにも、テーマに含めるべき

と思いますが、町長の考え方をお伺いしま

す。 

また、開催日について、平日となってお

りますが、働いている人も多いので土、日

曜日も開催日に含めるべきだと思います

が、町長の考え方をお伺いいたします。 

４、具体的なテーマとして、次年度の予

算編成をするに当たり、政策等について、

若者グループや自治会、各種団体、サーク

ルなどと積極的に地域に出向き、町民との

意見交換をすべきと考えますが、町長の考

え方をお伺いいたします。 

３点目についてであります。 

新型コロナウイルス感染症について。 

新型コロナウイルスの感染症対策につい

てでありますが、国の緊急事態宣言が５月

２５日に解除されましたが、なお、北海道

においては、毎日のように新規感染者や死

亡者が発生していることから、予断を許さ

ない状況にあります。 

また、北海道の休業要請等により、飲食

業、小売業を初めとする様々な業種の事業

者の売り上げが減少するなど多大な影響が

出ております。 

このようなことから、町は町内の事業者

に対し、経済対策を実施してきましたが、

次の項目についてお伺いいたします。 

１、緊急対策利子等補給事業補助金、プ

レミアム商品券発行事業補助金、営業継続

支援金、経営継続支援金の実施状況をお伺

いいたします。 

２、緊急対策利子等補給事業補助金につ

いて、国においては、資金繰りに苦しむ中

小企業のために、今年３月から金融公庫が

実質無利子となる融資制度を始めました

が、相談が殺到して融資までに時間がかか

ることから民間金融機関を加えました。 

また、北海道においては、低融資から無

利子に組み替えるなどを行っております。 

このようなことから、緊急対策利子等補

給事業補助金の補助内容の期間５年及び補

助金限度額２０万円の見直しをすべきと考

えますが、町長の考え方をお聞きします。 

３、新型コロナウイルス感染症について

は、今後においても長期化することが予想

されますが、今後の対策をどう考えている

のか、町長の考え方をお聞きします。 

以上、３点よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 馬場議員

の御質問に答弁いたします。 

教育行政につきましては、後ほど教育長

から答弁いたします。 

初めに、美幌町まちづくりミーティング

についてですが、１点目の地域サポーター

制度の取組及び見直した理由であります

が、各自治会が抱える課題を自主的な活動

により解決するため、町職員が自治会との

パイプ役を担い、協力しながら課題解決に

取り組む制度として、平成２０年５月に始

まり、初年度こそ活用された事例もありま

したが、２年目以降はほとんど活用があり

ませんでした。 

そのため、課題解決及び意見交換という

地域サポーター制度の基本となる目的を変

えず、町民と行政の双方向からまちづくり

のテーマを決めて、意見交換の場を設定で

きる制度として見直しを図ったところであ

ります。 

２点目の具体的な内容をどのように考え
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ているのかでありますが、一例として、地

域公共交通、町内を走行する循環バスの利

用者は１日平均１００人未満と低迷してお

りますが、その循環バスの利用促進をテー

マにまちづくりミーティングを実施するこ

となどを想定しております。 

ここで交わされた意見が、この先のまち

づくりに生かされればと期待するところで

ございます。 

３点目の要望または苦情を目的としたも

のは除くことについてでありますが、町に

対する要望等につきましては、その都度、

所管部署もしくは町民相談コーナーにて受

付しているところであります。 

まちづくりミーティングの意見交換に

は、要望が含まれることもございますが、

その要望は、いわゆる明日、明後日という

身近な要望よりも、この先の未来に生かさ

れ、将来のまちづくりにつながる要望と理

解しているところであります。 

また、開催日につきましては、原則、平

日としておりますが、土日開催の相談を受

けたときは柔軟に対応する考えでおりま

す。 

４点目の政策等について、町民との意見

交換をすべきとの御質問ですが、まさにま

ちづくりミーティングが目指しているとこ

ろと考えております。 

まちづくりミーティングは町民、行政の

双方向から申込みができ、テーマに即した

問題協議、意見交換は、その後のまちづく

りに生かされると考えているところであ

り、町民の皆さんと十分に話し合い、元気

で活力のあるまちづくりを推進してまいり

たいと存じます。 

次に、新型コロナウイルス感染症対策に

ついてでありますが、何より町民の皆様の

命を守ることを第一に、様々な対応を取っ

てまいりました。 

１点目の各経済対策の実施状況について

でありますが、緊急対策利子等補給事業補

助金につきましては、６月８日現在、１４

件の申込みがあり、１億４,１３０万円の融

資が実行されております。 

プレミアム商品券発行事業につきまして

は、３,０００円分の商品券を１セットとし

て１万５,０００セットを５月８日から販売

し、５月２２日に完売しております。 

営業継続支援金につきましては、５月２

９日をもって申請受付を終了し、１２４店

舗に対して支援金を支給いたしました。 

経営継続支援金につきましては、６月８

日現在、６２件について支援金を支給した

ところであります。 

次に、２点目の緊急対策利子等補給事業

補助金の補助内容の見直しでありますが、

この事業は、様々な金融機関の融資に対応

しており、大変利用しやすいものとしてい

るため、制度開始から１カ月半までの間に

おいては、利用申込みが多かったものであ

ります。 

その後、コロナウイルス感染症対策とし

て、国や道から低利や実質無利子、無保証

の融資制度が実施され、現状では町の制度

の利用は少なくなっていると思われます。 

このような状況ではありますが、町とし

ましては、緊急融資対応としての役割を担

っており、国、道の制度よりも、町の制度

のほうが有利になる場合もあり、今後も現

制度の見直しを行わずに継続してまいりた

いと考えておりますので、御理解をお願い

いたします。 

次に、３点目の長期化が予想される新型

コロナウイルス感染症の今後の対策につい

てでありますが、今定例会におきまして

も、国からの新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金を活用した補正予算

を計上させていただいております。 

また、第２次の臨時交付金も予定されて

いますので、これらを活用しながら、様々

な対策を実施してまいりたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたします。 

以上、答弁をいたしましたので、よろし

くお願いいたします。 
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○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君）〔登壇〕 馬場議

員の御質問にお答えいたします。 

本町はこれまでに小学校は１５校、中学

校は１３校が開校しましたが、時代の趨勢

とともに複式校解消の観点から統廃合が進

み今日に至っております。 

学校規模は、児童生徒が集団の中で、多

様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、

切磋琢磨することを通じて、一人一人の資

質や能力を伸ばしていくという学校の特質

を踏まえるため、学校は一定の集団規模を

確保することが望ましいと考えられており

ます。 

これまで本町においても、地域の理解を

得て幾多の統廃合が進められてきました

が、学校は児童生徒の教育のための施設で

あるだけでなく、地域のコミュニティーの

核としての性格を有することが多く、防

災、保育、地域の交流の場など、様々な機

能を併せ持っております。 

また、昨年１１月には町内全ての学校に

学校運営協議会が設置され、学校教育・家

庭共育・地域協育の三つのきょういくのネ

ットワークを生かし、地域の子供は地域で

育てる仕組みづくりを進めている状況にあ

ります。 

学校規模の適正化については、教育的観

点のみならず、地域の様々な事情を総合的

に考慮し、検討しなければならない大変デ

リケートで困難な課題であります。 

とりわけ、統廃合の問題は、あくまでも

児童生徒の教育条件の改善の観点を中心に

捉えなくてはならず、学校教育の目的や目

標をよりよく実現するために検討しなけれ

ばなりません。 

また、これからの時代に求められる教育

内容や指導方法の改善の方向性も十分勘案

しつつ、現在の学級数や児童生徒数の基

で、具体的にどのような教育上の課題があ

るかについて、総合的な観点から分析を行

い、保護者や地域住民と共通理解を図りな

がら、学校統合の適否を考える必要がある

と考えております。 

御質問の小中学校のあり方について、教

育委員会としてどう考えているかでありま

すが、現時点において、学校規模による具

体的な統廃合の検討までには至らず、小規

模校のメリットである個の指導の充実を進

めながら、地域とともに歩む現状の小中学

校数を維持した形態を考えております。 

なお、今後、美幌町総合教育会議におい

て、学校設置者である町長と教育委員が共

通理解のもと、地域の声をしっかりと聞き

ながら、学校規模のあり方の方策を継続的

に検討してまいりますので、御理解賜りま

すようお願いいたします。 

以上、お答え申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 最初に、少子化時

代を見据えた小中学校のあり方について再

質問させていただきます。 

これまで、町内の小中学校につきまして

は、少子高齢化に伴い児童生徒数が減少

し、平成２６年までに統廃合が進み、全て

の複式校が解消されたところであります。 

この背景は、児童生徒にとって１番大切

な一人一人の資質や能力を伸ばす集団生活

のことを考えてきたからではないかと思い

ます。 

今後、美幌町の人口は、１０年後には現

在よりも３,９００人ぐらい減少し、約１万

５,０００人になると予想しております。 

それに併せ、児童生徒数も減少し、特に

中学校にあっては、現在よりもさらにクラ

ブ活動等に支障を来すことが予想されま

す。 

そこでお伺いいたします。 

答弁にあります現在の学級数や児童生徒

数の基で、具体的にどのような教育上の課

題があるかについて、総合的な観点から分

析を行いとありますが、具体的にどう課題
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を認識されているのか、また、その課題に

ついて総合的な観点からの分析をいつまで

にするのかお伺いいたします。 

この２点お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまのお尋

ねでございますが、現在の学級数、児童数

の基で具体的にどのような教育上の課題が

あるかということでございますが、課題と

いいますか、町は近年、少人数学級の推進

をしている状況にあります。 

現在、町は３５人学級を一定の学年で取

り組んでいるところでありますが、この状

況でありますと、小学校であれば２０人と

か２５人、こういったクラス単位で授業、

学級運営をしている状況であります。 

議員御承知のように、特に小学校で言い

ますと、クラスの規模は小さければ小さい

ほどきめ細やかな教育が行き届く、こうい

ったことが言われております。 

このことから教育委員会としましては、

このような形で少人数学級の推進をしてい

る状況であります。 

また、課題等につきましては、今、本町

の教育の大きな課題というのは、学力向

上、これが１番大きなところであると思っ

ております。 

学力向上につきましては、先ほどのコロ

ナの関係でもお話しさせていただきました

けれども、いかに定着させていくかという

ことが重要であると、さらには、小学校の

早い段階からなかなか授業についていけな

い状況もございます。 

そういったことからも、小中連携だと

か、幼小連携、異なる校種間の連携を進め

ていきながら、いかに定着をして授業から

置いていかれる子を少なくするかというこ

とが課題だと思っております。 

言葉足らずでありますけれども、よろし

くお願いします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 今、教育長から答

弁ありましたけれども、いわゆる少人数学

級でやられていることについては、過去の

経過も言いましたけれども、複式まで至ら

ない中での少人数については理解いたしま

す。そこで最終的に答弁にもありますけれ

ども、総合的な観点から分析を行うという

中で、具体的にそれをいつまでにするの

か。 

そして、学校の統廃合を考える必要があ

ると考えています。 

ここを具体的にもう一度説明をお願いし

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 時期の関係でご

ざいますが、１回目の答弁でもお話をさせ

ていただきました。 

町長をトップとしております総合教育会

議がございます。こちらは年に２回程度や

っておりますが、この中で、こういったこ

とも今年は議題にしながら、教育委員の意

見を聞き、意見交換しながら、課題等の洗

い出しをしていきたい、そのように思って

おります。 

また、それをいつまでに答えを出すかと

いうことについては、現在、そういった考

えを持ち合わせておりません。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 美幌町総合教育会

議において、町長と教育委員との共通の理

解のもとで今後やっていくということにつ

いてはわかります。 

次の質問をしますけれども、やはり過去

の経過から見ると、さっきも言いましたけ

れど、人口が１０年後には３，９００人減

る中で、児童生徒数もかなり減ってくるこ

とから、今現在考えていないということで

はなく、計画性をもって、ある程度の方針

を町長と打ち合わせをし、この総合教育会

議においても期間を決めてやっていただき
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たいと思います。 

次に、答弁にあります小規模校のメリッ

トである個の指導の充実を進めながら、現

状の小学校数を維持するとありますが、児

童生徒数が減少して１番問題なのは、集団

生活ができなくなる。 

今現在は平均すると３５人学級ですの

で、２クラスあれば２０人から２５人にな

るのはわかりますけれども、本当に今後も

その状況でいいのかどうか。 

そして、個の指導の充実を進めるという

ことで、今後さらに進めていく上での具体

的な対応はどう考えているのか、この２点

についてお伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 先ほどの答弁の

補足をさせていただきたいのですけれど

も、本町がこれまで行ってきたのは複式校

の解消でございます。 

御承知のとおり、複式校となりますと、

基準でいきますと児童生徒が２学年で１６

人ですので、１学級当たり８人ぐらいにな

ります。 

複式校の授業は、片方の学年に教えてい

て、片方が自習をする、そういった進め方

になりますので、これは非常に教員も技術

がいる、さらには児童の定着にも若干難が

あるといった課題が挙げられている状況で

あります。 

こういったことを踏まえて、これまで町

は、地域の理解をいただきながら複式校を

解消してきました。ここをまず御理解いた

だければと思います。 

人口が少なくなっているというお話は

重々わかります。しかしながら、学校の役

割は授業を教えるだけでなく、学校の果た

してきた役割というのは地域のコミュニテ

ィーの核であると思っております。 

答弁でもありますけれども、学校を拠点

として、防災だとか保育、さらに老人クラ

ブ等々といろんな事業を行ってきて、地域

にはなくてはならない存在であろうと思っ

ております。 

そのようなことを踏まえながら、総合教

育会議でもしっかりと議論をしてまいりた

いと思っておりますので、よろしくお願い

します。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 私も説明不足でし

たけれども、複式校の解消については、教

育長が言われたことで理解いたします。 

ただ現実として、今現在小学校が３校

で、３５人以下学級、さらに１学級２０人

から２５人でやられている中で、さらに人

数が減っていった場合にどうなのかという

ことを聞いているので、複式校の話とは違

う話です。 

それがいつまで人数が減っていって、複

式校にはならないと思いますけれども、そ

れで本当にいいのかということをお尋ねし

ているのです。 

１学級２０人から２５人になっている中

で、個の指導の充実を進めると言っても、

本当にそれでいいのか、将来的に今すぐど

うこうではないですけれども、長期展望に

立って、今からそういった論議を進める必

要があるのではないかということをお尋ね

していますので、再度、教育長お願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） まず議員と共通

理解を持ちたいのは、決してこの論議を否

定しておりません。私ども教育委員会とし

ても、総合教育会議の中で、しっかり話し

合っていきたいと思っております。 

また、私どもの人口推計の中では、令和

７年度には現在の学区割りにおきまして

も、１学級になる学校が、現在１クラスの

学校は旭小学校だけでございますけれど

も、これが美幌小学校、東陽小学校にもつ

ながってきております。 

また、昨年１１月に立ち上げました学校

運営協議会は、これまで行っておりました
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学校評議員といった機能も併せ持っており

ます。このような中で、学校のあり方等々

についても、学校評価等々を通じて話題に

なってくることがあろうと思います。 

そういった中でしっかり議論して、地域

の意見が本当に大事だと思っておりますの

で、そういった意見も加味しながら、今後

も総合教育会議等々で議論していきたいと

思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 次に移らせていた

だきます。 

私は小中学校の統合ということも、最終

的にやらざるを得ない状況だと思いますけ

れども、その前に一つ提案がございます。 

小中学校がお互いに情報交換、交流する

ことによって、小学校教育から中学校教育

への円滑な接続を目指す様々な教育が小中

連携教育で、そのうち、小中学校が目指す

子供像を共有し、９年間を通じて教育課程

を編成し、系統的な教育を目指す教育が小

中一貫教育とされております。 

文部科学省の平成２９年度の調査により

ますと、全国１,７４９市区町村のうち、小

中一貫教育に取り組んでいるのは、２４９

自治体で約１４％、小中連携教育で取り組

んでいるのは、１,２５４自治体で７２％で

あり、同様の調査の数値を比べますと、

年々小中一貫教育、小中連携教育に取り組

んでいる自治体数は増加の傾向にあると言

われております。 

そこで、美幌町における小中連携教育の

実態についてお伺いしたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 小中連携の実態

でございますが、現在行っているのは、今

年から小学校の英語科が教科に入ってきま

した。そのことを踏まえて、昨年まで中学

校で授業をしていた教員が町内の小学校の

巡回指導を行っている。そこで英語の授業

の方法について指導しているという実態が

ございます。 

また、直接の授業には関連していません

けれども、美幌町はこれまでも発達指導に

力を入れてございます。そういった中で、

小学校と中学校、さらには幼稚園と小学

校、そういったところで情報共有等をして

いる状況にあります。 

また、美幌町は近年、公開研究会にも力

を入れている状況であります。具体的な学

校で言いますと、旭小学校は全員が美幌中

学校に進むということで、例えば教員の乗

り入れ等、公開研究会の見学等を非常にし

やすいのではないかということで、校長会

等で意見交換をしながら目指しているとこ

ろでございます。 

小中連携校は管内にも何校かありますけ

れども、実態としましては、比較的小さな

市町村だとか、小さな集落で、小学校１

校、中学校１校というところが多い実態か

と思っております。 

本町におきましては、現在、小学校３

校、中学校２校ということで、なかなか一

貫した小中連携型というのは、現時点では

課題があると認識しているところでござい

ます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 了解いたしまし

た。 

先ほど後段で言いました、もう一方の小

中一貫教育について、児童生徒数が減少す

る中で、この小中一貫教育については、例

えば、オホーツク管内では斜里町のウト

ロ、あるいは湧別町、北見市留辺蘂町温根

湯が実践されていますけれども、将来的に

児童生徒数が減少する中で、統廃合の検討

について、先ほど答弁にありましたけれど

も、適否について今後検討するということ

もありますので、小中一貫教育についての
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教育委員会の考え方があればお伺いしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 小中一貫教育の

関係でございますけれども、９年間で小

学・中学の両方の課程をします。 

美幌町はこれまでも地域の子供は地域で

育てるということでやってきています。そ

ういった意味からも、小中学校に分かれて

いたものを一つのカリキュラムにすること

によって、中１ギャップといった問題もあ

ろうかと思いますが、そういったものの解

決には早い時期から授業から取り残されな

い対策が大事だと思っておりますので、そ

ういった解決にもつながると思っておりま

す。 

また、教育委員会サイドで、管内１市４

町で教育長部会、さらに学校運営協議会と

いった機会がございますので、その中で実

際にやっております北見市の温根湯学園、

さらには置戸町でも学校は別々ですけれど

も連携の動きがありますので、情報交換し

ながら、美幌町で当てはめられるものがあ

るのかということを調査研究してまいりた

いと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） わかりました。 

最後に１点だけ、過去の経過を冒頭で質

問いたしましたけれども、複式校の解消も

かなり年限をかけてやってきていますの

で、児童生徒数の減少に伴って、すぐ統合

するとか、あるいは、連携とか、小中一貫

教育とはなりませんので、ぜひ、できるだ

け早い時期に、計画を立てながら教育委員

会としても協議を進めていただきたいと思

います。 

１点目の教育行政については、これで終

わります。 

２点目のまちづくりミーティングについ

てであります。 

何点か御質問させていただきたいと思い

ます。 

最初に、もう一度確認しますけれども、

地域サポーター制度の基本となる目的は変

えずということでありました。 

行政と町民の双方向からまちづくりのテ

ーマを決めて、意見交換の場を設定できる

制度に見直しを図ったとありますけれど

も、私も当時担当しましたけれども、地域

サポーター制度と具体的に何が変更になっ

たのか、具体的なことをもう一度説明をお

願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（佐々木斉君） ただい

まの御質問でございます。 

地域サポーター制度は平成２０年５月

に、地域におけるコミュニティー活動の中

心である自治会へのパイプ役となる職員を

地域サポート職員として担当させ、地域が

抱える課題などに対して手助けをするとい

うか、サポートをする形で課題解消に資す

るために始まった制度でございます。 

まちづくりミーティングにつきまして

は、地域の課題を解決しようという部分に

ついては変わらないですが、職員を地域に

配置するということではなく、町側からも

意見交換を設定できる場をつくるなど、今

まで自治会が抱えているものに対してサポ

ートするというところから拡大した形で課

題解消に努めようということで、見直しを

行ったものでございます。 

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 了解いたしまし

た。 

私はこれを反対するわけではなくて、非

常にいいことだと思う立場で、基本的には

大賛成の立場で質問したいと思います。 

その中で一つ提案がございます。 

このミーティングを活発化することは非

常に難しいと思われます。テーマの１で循
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環バスの利用促進についてという具体的な

テーマを定めていることについては理解い

たします。 

例えば、予算編成等の政策、そのほかに

もいろいろと町で考えられるテーマがある

と思います。こんなことを町はテーマとし

て考えているということを、さきに町民団

体に周知して、このミーティングを活発化

する方策について、考え方について、あれ

ばお伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） まちづくりミーテ

ィングの今までやっていたものと何が違う

のかという部分に触れさせていただけれ

ば、当時は、どちらかというと地域に対し

て特化したもの、言うならば、一方的とい

うか、自治会だけ、それからその地域に限

ったという見方です。 

今お話しさせていただいたのは、双方向

で、行政も、それから地域も、それから地

域だけに特化しないで、もう少し幅広くし

たこともやりましょうという理解をしてい

ただければと思っています。 

今提案がありました町で考えられるテー

マという部分において、本音のところは具

体的なものもありますけれど、地域でどう

いうふうにいろんなことを考えているかと

いうことを、きちんと向き合う機会を多く

つくりたかったというのが本音でございま

す。 

その中で、例えばこういうものがあっ

て、それをどういうふうに決めていくかと

いうのは、総合計画であれば、まちづくり

委員会があったり、それぞれ聞く場合もあ

ります。 

それから、最終的には議員の皆様が判断

しなければいけない部分のベースになる話

を、できれば地域だけではなくて、広く意

見を聞く、そういう気持ちを大切にしたい

ということで、形は三つのパターンを分け

ましたけれど、ベースになっている気持ち

は同じという思いで、今回こういう制度を

つくらせていただきました。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 次に、再確認した

いのですけれども、テーマの要望または苦

情を目的としたものは断る場合があるとい

うことについて、やはり町民団体から行政

に申込みをする場合、要望が多いと思いま

す。地域サポーター制度が活用されなかっ

た一つの原因にもなったかと思います。 

まずは、まちづくりミーティングを推進

するためにも、町民団体からの要望はしっ

かりと行政で受けとめて実施すべきと考え

ますが、町長の考え方をお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 要望を排除すると

いうことではなくて、これをやって欲しい

から町長に会いたい、行政とお話をしたい

ということではないと理解いただければと

思います。 

結果的に要望になったとしても、要望に

対して皆様方もやれることはないですか、

私どももこういうことを考えてみましょう

という、そういうやり取りをきちんとでき

る、双方向ということがいいかどうかわか

りませんけれど、相手が思うことに対して

その中できちんと話ができる。場合によっ

ては、地域では自分達もこういうことやっ

てみようと。そのことを踏まえて、行政と

してはこれはしっかり地域の方々のために

やろうと、そういう話になるのであれば、

私は積極的に受け入れることは構わないと

思っております。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 私も当時のことを

振り返ってみました。 

最初の設置した当時は地域に出向いて、

そういったことをやりましたけれども、な

かなかその後が続かなかったことを反省す

る中で、今町長が言われたことも含めて、

ぜひ、まちづくりミーティングを推進して
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いただきたいと思います。 

最後になりますけれども、ここだけは町

長に考え方を聞きたいと思います。 

まちづくりミーティングを活性化したい

ということについては大賛成であります。 

行政側、町長は、若者グループや自治

会、各種団体、サークルなど積極的に地域

に出向いて、町民と意見交換をすべきでは

ないかと考えますが、町長の考え方をお聞

きしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ただいま、馬場議

員から御意見をいただきました。 

私もまさにそうだと思っています。今ま

でのように待つのではなくて、繰り返しに

なりますけれど、こちらがしっかり出向い

て、意見をきちんと聞くという努力、公務

の中でそれだけの時間をつくれるのかわか

りませんけれども、定期的にやるとなる

と、どうしても相手に期待される部分があ

るし、ある意味では、美幌町のエリアの部

分、それから団体ということではなかなか

約束はできないですけれども、時間を見つ

けて積極的に私どもがきちんと出向くこと

の努力はしていきたいと思います。 

その根底は、言葉が誤解されるかもしれ

ませんけれども、行政が町民にではなく

て、本来は町民の方が主権であって、私た

ちがきちんと行かなければいけないという

ことだと思うのです。 

だから、私もその辺をきちんと心に留め

てしっかりやっていきたいというのが本意

でございます。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 私も行政時代の４

１年間を振り返って、町民の声を聞いてや

ってきたつもりでしたけれども、いざ退職

して一町民になったときに、まだまだ町民

の声、それから町民の目線に立った考え方

ができていなかったことについては反省し

てございます。 

ぜひ、町長がおっしゃるとおり、この制

度について私は大賛成です。私もぜひ、我

が元町自治会においても町長に来ていただ

きたいと考えていますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

それでは、最後の３点目であります。 

新型コロナウイルス感染症の対策につい

てでございますけれども、何点か具体的に

質問をいたします。 

最初に、緊急対策利子等補給事業補助金

の申込みが１４件ということで答弁にあり

ました。 

この補助金額は幾らになるかお伺いしま

す。補助金の額を教えてください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） お尋ねの

利子等補給事業補助金の額でございますけ

れども、これは今後５年間の合計で補助金

を支出する予定となっておりまして、現時

点で想定されます５年間分の補助金です

と、２１１万６,０００円となっておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） ５年間で２１１万

６,０００円。今年度の予算で幾らですか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 予算計上

時点では、２００件を見込みまして、７９

８万７,０００円となっておりました。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） １４件の今年度の

補助金の額は幾らになりますか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 失礼いた

しました。 

今年度での支出見込みは、７３万６,００

０円となっております。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 次に、営業継続支
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援金は５月２９日をもって受付を終了した

とあります。 

１２４店舗というのは、町内の全店舗が

申請を行ったということなのかお伺いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） その時点

で想定されています全店舗が申請しており

ます。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 予算計上時点で

は、飲食業１６０件、宿泊業７件で、１６

７件という御説明をいただいたのですけれ

ども、この１２４件と１６７件の差につい

てはどのように押さえていますか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 営業継続支援

金につきましては、４月の段階での保健所

の名簿に基づきましてリストを作成したと

ころでございます。 

その際には、最大値を見込んで予算化を

させていただきました。その後、精査をす

る中で、結果的には開きが出た状態になり

ましたけれども、対象となる店舗には全て

行き届いていると考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 了解いたしまし

た。 

４番目の経営継続支援金は、６２件に支

援金を支給したとありますけれども、申請

期日がたしか６月末だったと思いますけれ

ども、今の状況についてお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 昨日現在にな

りますが、６月２２日時点では１０７件の

申請をいただいております。 

議員おっしゃるとおり、申請の期日は６

月３０日でありますので、今後どの程度の

申請があるかはわかりませんけれども、２

２日現在の数字では１０７件の申請をいた

だいております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 予算計上時点で

は、全体合わせて５８６件ということでお

聞きしていますので、ぜひ、まだ全体の５

分の１足らずですので、ＰＲが足りないの

であればＰＲに努めていただきたいと思い

ます。 

次に移らせていただきます。 

緊急対策利子等補給事業補助金の補助内

容の見直しについてでありますけれども、

国や道の制度よりも、町の制度のほうが有

利な場合があるということで答弁がありま

した。 

これは答弁の中に、緊急融資対応として

の役割を担っておりとありますけれども、

町の制度のほうが有利な場合について、具

体的にこの点について説明をお願いしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 融資の関

係でありますけれども、現在、融資の制度

につきましては、国や道の制度では実質無

利子や無保証、また低利融資など、かなり

好条件のものがたくさんあります。 

ですけれども、町の利子等補給事業の制

度が有利となる場合もありまして、例え

ば、売上げ減少率が１０％の個人事業者で

はない小規模企業者が、５００万円を１年

間保証料率０.７５％で借入れした場合の保

証料、利子の実質負担額について、国の新

型コロナウイルス感染症特別貸付を利用し

た場合、政策金融公庫の借入れであります

けれども、その場合は実質負担が２万３,０

００円となります。 

もう一つの国の制度であります民間金融

機関を利用する新型コロナウイルス感染症

対応資金、こちらになりますと実質負担額

が６万８,７１０円。 
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それから北海道の制度であります新型コ

ロナウイルス感染症緊急貸付であります

と、実質負担額が７万５,０００円とそれぞ

れ負担が伴ってきますけれども、町の制度

を利用した場合ですと、実質負担額はなし

となりまして、町の制度が有利となってき

ます。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 今、主幹が言われ

たことが理解できなかったのですけれど

も、国や道から借りた場合については、実

質無利子ではないのですか。負担があるの

ですか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 全額負担

を伴わないということでなく、一部負担を

伴ってくる場合もありますので、こういっ

た場合については町のほうが有利となって

きます。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 今の件について

は、私も勉強不足なので再度調べてみたい

と思います。 

ただ、新聞報道等で言われているのは、

先ほど言いましたとおり、道については有

利子から無利子に見直したということにな

っています。今日の北海道新聞を見ても、

さらに今定例会において追加の予算を計上

するということで載っていました。 

中小企業向けの無利子の融資の原資とな

る金融機関の預託金について、無利子の融

資枠を含めて７,０００億円を追加するとい

うことですので、そういった理解をしてい

なかったので、私も調べてみます。 

そこで、今後も現制度の見直しは行わず

継続するとありますが、現制度を見直しし

なければ、先ほど答弁にありましたけれど

も、国や道のほうに全部いってしまうので

はないか。町の制度は活用されなくなると

いう理解はしていますけれども、今主幹が

言われていることもあるのであれば、さら

に現行の見直し、例えば、今は５年間で２

０万円となっていますけれども、無利子に

すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

または、道と国が無利子になっているの

だから、町のこういった制度を使わない

で、道と国に委ねて、町の制度については

見直しして廃止するか、どちらかだと思う

のですけれど、その辺の考え方についてお

伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ただいまの御質

問でございますけれども、国、道の利子補

給につきましては、売上げの減少幅が大き

ければ当然無利子で、町の制度のほうが不

利になりますけれど、町の制度の場合、融

資額が少額で、先ほど主幹が説明したとお

り、売上げの減少率が低い場合は、町のほ

うが５年間の利子補給を行うことで、実質

有利になることもありますので、そういう

ことで御理解をいただきたいと思います。 

答弁でもありましたように、１番最初の

融資実行まで、国、道の制度は時間を要す

るということで、まず応急的な措置とし

て、町が設置をしておりますけれども、今

後におきましても、売上げの減少率等によ

っては町のほうが有利な部分がありますの

で、このまま制度としては残していきたい

と考えております。 

それと、見直しにつきましても、利子補

給だけではなくて、これから新型コロナウ

イルス対策につきましては、様々な事業者

の支援なども検討しなければいけないとい

う部分がありますので、そういう部分での

使用も踏まえて、予算の執行を今後検討し

ていきたいと考えておりますので、御理解

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 副町長が答弁され

ましたことについて理解はいたしました。 

実際に、今副町長が言われた売上げが減



 

－ 40 － 

少している事業者は、借入れするとき、融

資を受けるときに占める割合は少ない感じ

がします。売上げ減少率が大きいから道と

か国の制度のほうがいい、こちらは小さい

から町の制度を使ったほうがいいというこ

とですけれども、全体的に見た時に、減少

幅が大きい事業者のほうが圧倒的に多いと

思うので、繰り返しになりますけれども、

現行の制度を続けるばかりではなくて、道

も有利子から無利子に変更していますし、

私も事業者、あるいは金融機関に聞いた中

で、この制度は国と道と合わせて無利子に

すべきではないかということもありました

ので、無利子にする考えがあるのかどう

か、再度お伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 議員おっしゃ

るとおり、国、道の制度は大きな借入、あ

るいは大きな売上げ減少率の事業者にとっ

ては大変有利なものだと思います。 

また、そちらの有利な制度をお使いいた

だくというのは一つの方法だと思います。 

しかしながら、町がこの制度をつくった

のは、御質問の中にもあったとおり、時間

がかかることが想定されておりましたの

で、少しでも早く事業者の支援を行うため

につくった制度でございます。 

また、今回、町は預託をせずに、金融機

関の資金を利用して制度設計したものであ

りまして、このような仕組みをつくったの

も管内ではないと思っております。 

そういった意味で、ふだんお付き合いの

ある金融機関で、スピード感をもって対応

できる制度として、今後もこの制度は残し

ていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 最後になります

が、町長にお伺いします。 

今まで町長は経済対策についていろんな

ことをやってきました。 

今後に向けて一つ提案がございます。 

今までやってきた経済対策の実施結果に

ついて事業者へのアンケート調査などをし

て、今後の対策を考えるべきと思いますけ

れど、町長の考え方をお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今までいろんなこ

とをやらせていただきました。 

その中でポイントとしては、やはりスピ

ード感を持って、国なり道なりのその間に

あって、きめ細やかなことができないかと

いうことでやってきております。 

今回の融資制度についても、いいものは

残して、場合によっては見直しをする部分

と、逆に新たなものをつくるとか、それは

皆さんといろいろ話した中で考えていきた

いと思っております。 

今回のいろいろな政策をやる上で、皆さ

んにアンケートを出して、聞き取りをして

おります。 

ですから、個々にアンケートまで出すか

どうかはわかりませんけれども、制度を使

ってくれた方の意見をきちんと聞くための

方策はしっかりとしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） これで、７番馬場

博美さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時５０分といたします。 

午後 ２時３５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時５０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１３番松浦和浩さん。 

○１３番（松浦和浩君）〔登壇〕 それで

は、さきに通告した点についてやります。 

大きく２点。 

１点目、新型コロナウイルス禍による産

業支援と、２点目、同じく福祉対策につい

てであります。 
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まず大きく１点目、新型コロナウイルス

禍による産業支援についての一つ目とし

て、町からの工事発注、業務委託、修繕や

物品購入など、随意契約による対応につい

てであります。町からの工事発注等につい

ての考え方について聞きたいと思って今回

質問しました。 

新型コロナウイルス禍による産業界への

影響は甚大だと今も思っています。 

現在、国、北海道や美幌町において、経

済支援を開始しているところであります

が、経済については底冷えのままの現状で

あります。 

この夏以降の経済対策が明らかにされて

いない中、夏以降秋過ぎまで、秋過ぎから

冬、そして来春までの見通しも不確定の状

況であります。 

まず、美幌町としてでき得る対策を実行

していくことを期待し、数点の質問といた

しました。 

その中で１点目は、美幌町の工事発注、

業務委託、修繕や物品購入などについて、

美幌町に本店を構える事業所、店舗に最大

限の配慮を致すことも、この新型コロナウ

イルス対策として有効と思われますので、

町長の考えをお聞かせ願います。 

２点目に入ります。 

失業対策として役場業務、公共施設での

雇入れや冬期の雇用対策についてでありま

す。 

失業や雇い止め等により就業先が当面定

まらない方たちへの救済策として、美幌町

での春までの期間設定とした雇用支援が必

要であると思います。 

まして、冬期間の雇用確保は、従来から

も厳しい現状です。この就労対策につい

て、早期の取組が必要と思いますが、町長

の考えをお聞かせ願います。 

続きまして、三つ目、イベント、行事の

中止による負担金の予算組み替えについて

であります。 

執行が見送りとなったイベントや行事に

予定していた予算については、全額を来春

までの雇用対策に置き換えすることが妥当

と思いますが、町長の考えをお聞かせ願い

ます。 

続きまして、大きく２点目、新型コロナ

禍による福祉対策についてであります。 

まず一つ目、障がい福祉計画にある就労

支援についてであります。 

新型コロナウイルス禍により、就労支援

の現況調査が必要と思います。 

障がい福祉計画にある就労支援としてＮ

ＰＯ法人美幌えくぼ福祉会、社会福祉法人

北海道療育園のワークセンターぴぽろやＮ

ＰＯ法人マイスペース美幌が実践している

就労移行支援、就労継続支援Ａ型、そして

Ｂ型において、新型コロナウイルス禍によ

る就労や賃金に影響が生じていないのか、

また、来春までの支援体制は万全なのか、

町長の考えをお聞かせ願いたい。 

２点目、高齢者等の独居世帯の健康管理

と心のケアについてであります。 

自宅からの外出を控えてほしいと指示さ

れ、集団での交流を控えている高齢者の中

でも、独り暮らしの方の生活実態の把握は

万全なのか、また、交流ができないことに

よる心理状態についての心のケアは十分な

のか、対応についてお聞かせ願いたい。 

多くの町民が従前のように解放的に集え

る場も必要ではないかと思いますが、終息

が秋や冬など長期化した場合、どのような

施策を講じるのか、町長の考えをお聞かせ

願いたい。 

以上、細かく５点よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 松浦議員

の御質問に答弁いたします。 

初めに、新型コロナウイルス禍による産

業支援についてですが、町の随意契約につ

きましては、地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第１号から第９号に基づき、各

担当それぞれが案件内容に照らし合わせ、
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公正性、経済性、適正履行を原則として、

契約事務を行っているところであります。 

御質問の美幌町に本店を構える事業所、

店舗に最大限の配慮をでございますが、現

在、町内業者への見積依頼等に際しまして

は、町に届出がある町内業者で実施可能な

ものは町内業者を基本といたし、特に本店

有無の区別を図ってはおりません。 

新型コロナウイルス禍による産業界への

影響は認識しているところですが、本町に

おける公共調達につきましては、これまで

と同様に対応してまいりたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたします。 

２点目の失業者対策として、役場業務、

公共施設での雇入れや冬期の雇用対策につ

いてでありますが、全国的には新型コロナ

ウイルス感染症拡大に伴い、雇用情勢は悪

化してきている状況にあることは承知して

いるところであります。 

町内の最近の雇用情勢についてハローワ

ーク美幌分室との情報交換の中では、新型

コロナウイルスの影響により解雇されたと

いう方は、ホテルの派遣職員で数名いるも

のの、今年４月時点の有効求人倍率が０.９

４であり、昨年同月の０.８９と比較すると

上回っているため、急激な悪化の状態には

ないということをお聞きしております。 

現在、町では事業者の経営継続、ひいて

は従業員の解雇や雇い止めにつながらない

ための施策として、これまで利子等補給事

業補助金を初め、プレミアム商品券発行事

業、営業継続支援金や経営継続支援金等に

より事業者を支えてきているところであ

り、現時点では役場業務等での雇入れは考

えておりません。 

しかしながら、新型コロナウイルスの影

響は先が見えない状況にあるため、今後も

これまでの冬期就労対策と併せて、従業員

の解雇や雇い止めにつながらないよう事業

者の経営継続支援の取組を検討してまいり

たいと考えておりますので、御理解をお願

いいたします。 

３点目の御質問のイベント、行事の中止

による負担金の予算組み替えについてであ

りますが、報道等で御承知のとおり、和牛

まつりを初め、各種イベントや行事が中止

となっております。 

また、新型コロナウイルスの感染拡大を

防止するため、公共施設の多くを閉鎖した

ことから、施設の管理経費についても予算

の整理が必要な状況にあります。 

このため、各種イベント等の経費、施設

の管理経費について、今後精査の上、予算

の組み替えを検討するとともに、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を活用し、町内の経済と町民の生活を支え

るための対策を進めてまいりたいと存じま

す。 

次に、新型コロナウイルス禍による福祉

対策についてでありますが、１点目の障が

い福祉計画にある就労支援についてであり

ますが、就労移行支援は、一般企業等への

就労を希望する障がい者に、一定期間就労

に必要な知識及び能力の向上のために必要

な訓練を行い、工賃の支払いを受けること

ができます。 

就労継続支援Ａ型は、一般企業等での就

労が困難な障がい者に、働く場を提供する

とともに、知識及び能力の向上のために必

要な訓練を行い、事業所内において雇用契

約に基づいて就労の機会を提供し、最低賃

金以上の支払いを受けることができます。 

就労継続支援Ｂ型は、一般企業等での就

労が困難な障がい者や一定の年齢に達して

いる障がい者で、雇用契約は結ばず、一定

の賃金水準の下で働く場や生産活動の機会

を提供するとともに、知識及び能力の向

上、維持を図るサービスとなります。この

事業はＡ型事業を受けることが難しい方で

すが、工賃の支払いを受けることができま

す。 

町内において、就労移行支援及び就労継

続支援Ｂ型については、ＮＰＯ法人美幌え

くぼ福祉会の美幌地域就労支援センター
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と、社会福祉法人北海道療育園のワークセ

ンターぴぽろが実施しております。 

また、ワークセンターぴぽろの従たる事

業所であるワークセンターぴぽろ新町あす

なろでは、就労継続支援Ｂ型のみ実施して

おります。 

就労継続支援Ａ型については、ＮＰＯ法

人マイスペース美幌が実施しております。 

利用者の状況を事業所に確認したとこ

ろ、３月から５月までの間、新型コロナウ

イルス禍により就労支援の利用を控えた障

がい者や、その機会が減った方について

は、受け取る工賃はその分減ったとのこと

であります。 

ただ、町内事業所における就労支援の工

賃はあまり大きくないため、親族と同居し

ている方が多く、国からの特別定額給付

金、障がい者年金の受給、生活保護費等を

受給しており、生活に大きな影響は受けて

いないとのことであります。 

障がい者を支援する体制としましては、

地域包括支援センターが障がい福祉サービ

スの情報提供や相談等の窓口となってお

り、各種支援施策に関する助言や指導等を

行っております。 

町は、地域包括支援センターと情報を共

有し、利用者が必要としたときには、事業

所や関係機関と連携を取りながら関わって

まいりたいと考えております。 

２点目の高齢者等の独居世帯の健康管理

と心のケアについてでありますが、本町で

も新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、長期間にわたって外出自粛生活が続い

てきました。 

高齢者にとっては、サロン等の活動が延

期もしくは中止され、自宅にいる時間が長

くなったことで心身機能の低下が心配され

ております。 

御質問の独居高齢者の生活実態につきま

しては、令和２年５月末現在、７５歳以上

の独居高齢者１,１６０名のうち、町や介護

保険のサービスを受けていない高齢者４６

２名の心身状況などについて情報を提供い

ただけるよう、６月４日開催の民生委員・

児童委員協議会において、民生委員の方々

に協力をお願いしたところであります。 

高齢者の自宅を訪問し、生活上の問題

等、近況を直接伺えれば心のケアも可能か

と考えますが、新型コロナウイルス感染症

を心配される高齢者及び民生委員の方々も

いらっしゃることから、郵便受けや、カー

テンの開け閉め、電気の点灯等を気にかけ

ていただくことにより、まずは安否確認を

優先してお願いしております。 

また、公共施設の利用が再開されたこと

から、要支援・要介護状態になることを予

防するための介護予防教室の開催、老人ク

ラブ、サロンなどでの出前教室を実施して

まいります。 

次に、終息が長期化した場合の施策につ

いての御質問ですが、高齢者や家族が抱え

る不安や悩みを気軽に相談できるよう、相

談窓口である地域包括支援センターの周知

を行ってまいりますので、御理解を賜りま

すようお願い申し上げます。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） それでは再質問

に入ります。 

まず、大きく１点目の一つ目ですけれ

ど、現在、美幌町でいろんな工事発注、業

務委託、修繕、物品納品を法律のもと厳正

なる形でやっているということは、私も十

分やっていると思っています。 

ただ、物を買うとか、修繕するだとか含

めまして、金額は当然、利益率等もありま

すけれど、競争入札では低ければ低いほど

落ちやすいので、実は利益が少ない中で頑

張っている業者、会社もあります。 

美幌町の仕事を１００％取っているわけ

ではないですけれど、自分たちの商売、要

するに物販関係もお客さんがほとんど来て
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いない。極端に言ったら、この景気の関係

でメルカリだとか、ネット関係に３割ぐら

い客が流れています。そうなると、通常よ

り半分以下の売上げなのです。 

その中で、美幌町からの発注はすごくう

れしいけれど、それも利益が低いと同じこ

とになります。 

そういうところを考えますと、美幌町の

発注は法律上合っていることは合っている

のですけれど、その辺の適宜な考え方をぜ

ひもう１段階、美幌町の業者に少しでも利

益が出る、利益誘導というのはおかしいで

すけれど、そのくらいの覚悟を持って、美

幌町の業者支援をする時期、それが今から

秋まで重要かなと。 

だから、発注等があるときに、今はなる

べく美幌町の業者に出せるものは出す、発

注できるものは発注する、納品するものは

納品するという気構えが必要かなと思って

いますので、回答お願いします。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ただいまの御質

問でございますけれども、答弁でも申し上

げておりますように、契約につきましては

公金の伴うことでございますので、公共性

が求められているということで、公正性の

確保、経済性の確保、そして適正履行の確

保ということとなっているところでござい

ますけれども、今、議員おっしゃられまし

たように、経済支援という部分では、町内

に事業所を有する事業者に対し、地元発注

を優先することによって地域の雇用の確保

だとか、地域経済の活性化が図られる、ま

た、地元企業への優先発注におきまして

は、資材調達など様々な事業者との関わり

があることから、地域の経済への影響が大

きいという部分もあります。 

また、災害時等におきましては、早期の

対応ができるという部分がありまして、地

元企業で施工可能なもの、納入可能なもの

につきましては、地元業者を基本として今

までも契約してきているところでございま

すので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 契約行為となり

ますので、過度な解釈はきついと思います

けれど、ぜひ、地元の経済界、産業界、商

店街を含めまして、美幌町が今まで発注し

ていた先、もしくは量を考えまして、実態

をきちんと確認をとれば、ここに書いてあ

る理由がわかるかなと。 

ぜひ、今まで発注した会社等の状況を一

度御確認願いたい。そう思いますけれど、

どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） 先ほど答弁申し

上げましたとおり、契約につきましては、

地元企業で可能なものは、地元企業を基本

とする考え方で行っていきたいと思います

し、過度になりますと、町民の税金を使っ

て購入していることですから、逆に言えば

町民が不利益を被ることになりますので、

そういうことのないように、あくまでも地

元に発注して、地元でできるものは地元で

という形で考えておりますので、よろしく

お願いします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 先ほど言ったの

は、発注先等の美幌町内の業者を訪問する

なり、状況を確認しておくのも仕事でしょ

うということを言ったまでで、副町長が言

った件は僕もわかっていますので、この件

につきましては、地元の業者そのものが、

コロナの影響があるというところを十分に

心に留めておいてほしいと思って質問をし

ています。実は次のほうが１番肝心だと思

って質問していますので、次に入ります。 

２点目、失業対策ですけれど、実はこの

説明等にもコロナの影響で失業者が多いわ

けではない、影響がないのではないかとい

うことになっています。僕は影響があると
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思っていますので質問しているのですけれ

ど、今、コロナの影響で何が起きているか

といったら、当然、北海道の産業、飲食、

ホテル関係も支援金が出ています。 

国の持続化支援でも１００万円、２００

万円当たっている方もいます。 

美幌町の飲食店に出す補助金、そして産

業界に出す補助金も当たっている方もいる

し、パーセントの関係で当たらなかった方

も半分以上います。 

被害を受けている、相当営業が落ち込ん

でいる人の３分の１は満額もらえても、言

い方は悪いのですけれども、それを今の

穴、２月、３月、４月、５月の売上げと利

益の落ち込みに補填されるだけで、現在の

運転資金として残るわけないのです。とい

うことは、５月からの売上げが見込めなけ

れば、夏にまたお金を借りるのです。 

先ほど馬場議員の質問で、金融機関の支

援策もありましたけれど、無利子、無担保

より無返還、要するに支援金に回さなけれ

ばいけないという政策があった場合、大変

だということで、今、国も自宅待機を解除

して、普通の生活に戻って景気よくなりま

しょうと言っていますけれど、いくら動い

ても、お金の流れは２カ月以上回ってきま

せん。特に北海道は、今、人が動いていな

いとなれば、４カ月間ぐらい動かないので

はないかという推計です。 

そうすると、秋の段階でお金が回らなけ

れば、北海道の冬はお金が回らないではな

いですか、これは皆さんもわかっていると

思うのです。 

そうなると、この秋に仕事がないところ

は、当然冬場の従業員の仕事は全くなくな

る。そういうふうに読むしかないのです。 

冬の仕事がない北海道について、我が町

美幌町はどうするか。冬季の雇用をどうや

って考えるか。 

あり得ないことを僕は期待しているので

すけれど、もし、夏以降に景気が上がらな

ければ、冬から春、働く人の確保を、美幌

町の行政の仕事の中で、何か振り替えるこ

とを今から検討に入ったほうがいいのかな

と。お金が余ればそれに越したことはない

し、仕事があれば越したことはない。で

も、確実に去年より、おととしより、この

冬の失業対策は相当悪いと思います。 

そうであれば、今からいろんな資金、対

応を冬用に、そして来年の春を迎えるま

で、北海道の春は遅いので、そうなると来

年の春の今頃までに景気が上がると思いま

せんか。 

観光客頼りの地域も北海道はいっぱいあ

りますけれど、その影響で美幌町にも人が

流れてきています。 

飛行機も便数が少ない、都市間バスの便

数も減っているとなるとお金が動かないと

いうことになるので、その流れを考えた

ら、思い切って冬に雇用対策を何か手を打

っておいたほうがいいのかなと思って、今

回冬の対策をしたらどうですかと言ったの

ですけれど、これについて町長どうです

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 冬期の雇用、それ

から夏以降の経済状況の動きという御質問

だと思います。 

今の議員からの御質問は、冬期雇用を考

える必要があるという中でいけば、本来の

冬期間に仕事がない方々と、今回のコロナ

禍により経済が動かなくなったときに、全

てがそうでない部分もあると思っていま

す。 

その辺をどう見極めるかというのは、こ

れから考えていかないと、だからといっ

て、こういう枠があるということを示すこ

とはいいことかもしれないけれど、とりあ

えず、何でもかんでもやりましょうという

ことは、私は今の段階でわかりましたとい

う思いは余りないと思っております。そう

いう気持ちは持っておりません。 

ポイントは、松浦議員が夏以降と考えた

ときに、私もその辺の動きをしっかり見な
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ければならない。 

場合によっては、人がいなくて今いろん

なことで困っています。 

ですから、美幌町の場合は、農業の町で

ありますので、農業に関わるものでいけ

ば、本当に人がいないですし、つい最近で

は、網走市でホタテをまくのに人がいなく

て困っていますし、昨日の近隣の新聞にも

人はいませんかという中で、どの分野の人

が仕事がないのかという見極めをしなけれ

ば、やみくもにこうとは言えない状況も御

理解いただきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 今いみじくも町

長の口から人が足りない産業界もあるので

はないか、地域によっては人がいないので

はないかという発言があったのですけれ

ど、網走方面につきましては、人の流れが

変わりました。簡単に網走市の状況を言う

と、東京農大生にシフトした業界が、農大

生が来ないから人が減ったと。それに代わ

る方がいなかったのかというと、農大生が

やってきたので重労働の仕事に替えたもの

ですから、一般の人が働くにはきついとい

うことで、アルバイトに行けなくなったと

いう、ここ五、六年の経過があるのです。 

そのせいで、今度は反対側の斜里方面の

農業地区からアルバイトがいなくなりまし

た。水産にいったので。それで今業種を変

えている。農業政策を変えている地区なの

です。 

ですから、人に応じて産業界の形態を網

走市は変えている最中なのです。 

我が町はまだ変えていません。 

網走市はその弊害がたまたま起きたとい

うことであって、美幌町はその弊害にはな

っていないという事実です。 

ただ、言いたいのは、人の流れがどうな

るかは僕もわからないです。 

実際は、アルバイトの方の就労賃金が減

っています。仕事がないアルバイトもいま

す。いろんな業種の中で首になっている人

もいて、ここに書いている以上に、首にな

った人はいると思います。 

ただ言えるのは、どういう人、どういう

時期に失業なり、仕事がない状況が起きる

のかというのは、はっきり言ってまだ不明

です。 

ただ一つだけできるのは、冬になれば除

雪、機械でやるところ以外、個人の間口の

除雪に少し人を多くしてきれいにすると

か、今年については置き雪処理を人海戦術

でやるだとか、そういうふうに変えれば仕

事はあるのかなと思いますので、誰が必要

とする、どういう方が必要とする、いつに

なるでなくて、何かあってもある程度の仕

事がどこかにあるのではなかろうかという

のを、ぜひ美幌町として検討に入っていた

だきたい。そう思って二つ目の質問をして

います。 

そのお金はどうするのだということにな

りますので、次の３番目の質問、イベン

ト、行事等で人件費に回る部分のお金で余

る部分がありましたら、経費で物を買うの

は、地元の産業界、商店街の売上げが減っ

てしまいますから、イベントが減れば全て

の地元の人たちも実は影響があるのです。 

ただその中で、人件費部分だけは見直し

て、先ほど２番目に言っている雇用対策の

人件費にとっておくという政策を考えてみ

たらどうか。そういうふうに国も道もやっ

ているのはほとんど産業支援なのです。ま

だ個人の就労支援まで行っていないので

す。 

これが今どうなるか全く見当がつかない

というだけであって、だからこそ個人の就

労支援の部分を、我が町美幌町はしっかり

と検討に入ってほしいということで、２番

目、３番目の関連質問をしています。 

３番目の全部をそれに充てるとは言って

いません。ただ、雇用部分、就労部分につ

いては、何かの救済措置を今から講じてほ

しい。 
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ですから、イベントもなくなれば産業界

も影響を受ける、物販関係も影響を受け

る。でも、何かで救わないといけないでは

ないですか。 

それと同時に、雇用もつくらなければい

けないという今の現況かと思いますので、

ぜひ、この３番目の予算の考え方について

も、何か方策はないのかということで質問

しましたので、再回答がありましたらよろ

しくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 言われていること

は、理解できるところもあります。 

今の御意見の中で、産業支援を国がやっ

ている。現実的に、就労支援はまだまだで

きていなくて、その就労支援の準備をすべ

きだということに対しては理解をします。 

その中で、先ほどの人の仕事の内容の動

きにおいて、私は、その仕事内容が、従来

みんなで除雪をしてもらう、作業の充実と

いうか、そういう労働の意味なのですけれ

ども、そのことよりもきちんと産業支援っ

ていうよりも、私どもは大きいところもあ

るのですけれど、それぞれの事業所が今抱

えている人とか、そういう人たちが外に放

り出されないようなことをしっかりやらな

ければいけないと思っています。 

それをまずしっかり国もやっているし、

私どももそれをやらないと、ただただ就労

支援とするならば、例えば、昔、季節であ

りましたけれども、ふだん外の現場で働く

方々の仕事がないから、仕事を用意してと

いう時期もありますし、今もそれはやって

いる、ただそういう仕事を用意してという

のであれば、用意はできると思うのです。 

それだけではなくて、例えば加工でこう

いうことに関わっていた、事務的にこうい

うことに関わってきたということを考える

と、お金が得られる、重労働だからとい

う、ただその人の動きが変わっているとい

う例を話しましたけれど、私はそれはもう

十分知っている思いでお話しします。 

繰り返しますけれども、そのことよりも

しっかり事業者が勝ち残っていただいて、

自分の抱えている職員の方を外に出さない

というよりも、解雇ということがないよう

なことをやるほうが大事かなと私は今思っ

ています。 

それから、予算について、これも言われ

たことについては、当然、そのとおりと思

っていますので、全てがそこに使われると

いうことではないですけれども、経済と雇

用、それから感染対策のために、そのお金

を全てではないですが、しっかり充ててや

っていきたいという思いはあります。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） なかなか経済対

策はすぐに表に出ませんけれど、思いがあ

れば対策できると思います。町長を筆頭に

今後の経済対策、この動向をきちんと把握

してほしいと思っていますので、よろしく

お願いします。 

続いて、大きく２番目に入ります。 

新型コロナウイルス禍による福祉対策と

いうところで、実は、美幌町の障がい福祉

計画ですけれど、これは障がいをお持ちの

方々がこれから自立をしよう、そして、就

労して、就労に夢というか、これからの自

分たちの期待をかける。そして、支えてい

る方がいなくなっても、その子供たち、障

がい者が自立しましょう。そのために、就

労支援を国がしっかりやって、美幌町もこ

の３パターンに取り組んでいると思ってい

ます。 

何がこれから恐いのかというと、さっき

の話ですけれども、一生懸命仕事をしたい

けれど、新しい仕事が出てこない。自立し

たいけれど、自立して受け入れる会社が少

ない。 

だから、障がいの方の居場所がここにあ

るけれど、これ以上大きくなっていないの

かなと。今回のコロナでそれがしぼんだか

もしれないということで、１個目の質問を
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いたしました。 

美幌町にある福祉関係の団体も、就労移

行支援、Ａ型、Ｂ型、きちんと分けてやっ

ていて、大きく仕事が激減したというのは

聞いていませんけれど、ここに書いてある

ように、利用者の状況を確認したところ、

就労機会が減って、工賃が減っている。 

Ｂ型については、時給が全国平均で２０

０円ぐらいですから、その方たちはそれで

もそこに生きがいを求めて一生懸命仕事を

しているのです。その方々の賃金が減ると

なれば、本当に苛酷な状況だと思うので

す。 

そういう支援を団体も行っていますけれ

ど、我が町美幌町も団体、そして就労して

いる方々の実態を、もう一度確認してもら

えないか。そういう思いで、今回質問しま

した。 

ぜひ、団体等、働いている障がい者の

方々の現況の確認をもう一度してもらいた

いと思いますがどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますけれども、今回御質問を

いただきまして、それぞれの事業所に確認

をさせていただきました。 

松浦議員からもＢ型は賃金が少ないとい

うことがあって、そういう方が受け取る賃

金が少なくなれば、生活に多大な影響が起

きるということを懸念されているというこ

とで、町内のＢ型と言われる事業所３か所

にそれぞれ聞いたところ、一つの事業所に

つきましては、３月、４月は通常どおりで

影響はなく、５月からは班体制を三つに分

けて行ったということで、仕事自体は病院

の洗濯等の業務を受けているので、業務自

体がなくなったわけではないので、作業を

中止することがないということで、大幅な

減額はなかったという実態を聞いておりま

す。 

もう一方の公共施設の清掃業務を受けて

いるところですけれども、そこについて

は、３月から５月にかけて利用を控える方

はいました。６月以降は通常どおり行って

いるということで、利用を控えた分につい

ては、コロナ禍前の８割くらいの工賃を確

保できるように事業所で補填をしたという

ことを聞いてございます。 

また、そこで働く利用者ではなく従業員

の方についても、自宅待機がありましたけ

れども、その分について賃金は減らしてい

ないので、影響はないということを聞いて

おります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 今、１番最後の

ところが聞き取れなかったので、最後のと

ころをもう一回お願いします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 利用者ではな

くてそこの従業員、ですから、公共施設の

清掃等がなくなったということで、それに

ついては仕事がないので自宅で待機をされ

ていたという部分です。 

賃金については、減額していませんと聞

いております。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） ということは、

従業員の賃金は一つも下がっていないとい

うことでいいですね。 

下がっていると思うけれど、本当に下が

っていませんか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 本人が受け取

る賃金額は減っていないと聞いておりま

す。 

ただ、その分については国から入ってく

る支援費がございますが、それについては

減額になる可能性があるということで、正

確な金額は聞いておりませんが、そういっ

た部分で法人の持ち出しが出るのではとい

うことは聞いております。 
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よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 今の支援費の減

額分が法人の持ち出しになるという部分

を、実はきちんと再度確認をとってほしい

です。 

というのは、福祉関係の会社は、内部留

保が相当厳しいのです。 

その分を賃金の補填に入れたのであれ

ば、一般企業であれば、雇用調整の関係の

支援金の国がいう一万幾らというお金が出

る申請ができますけれど、今の支援費の関

係の方はその対応はできないと思うので

す。 

そうなると、法人の持ち出しに頼ると思

いますので、法人も将来に向けての内部留

保が必要なので、そういうところで何かプ

ラスになる方策があれば、ぜひ検討に入っ

てほしいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの支

援費の部分ですが、今回の新型コロナウイ

ルスに関わる支援費の取り扱いについて

も、国で臨時的な取り扱いとして緩和がさ

れている部分がありますので、休業等によ

るものでも見ていただける部分もあると思

いますので、その辺は最大限申請していた

だくよう情報提供をさせていただいており

ます。 

また、それで対象にならなかった部分に

つきましては、先ほど松浦議員がおっしゃ

った、国の雇用調整助成金というのがござ

いまして、これについてはＮＰＯ法人も基

本的に対象になると確認をとっておりま

す。 

ただ、いろんな要件があって、その要件

に合致しない場合はもちろん対象にならな

いのですが、この辺も対象になるのであれ

ば最大限利用できるように、情報提供をし

て、支援してまいりたいと思っておりま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 今のところをし

っかりと確認を取りまして、対応をお願い

したいと思います。 

それでは続きまして、福祉対策の二つ

目、高齢者の方々への対応に入ります。 

美幌町も、国も、不要不急の外出を控え

て、皆さんなるべく家でコロナにうつらな

いように頑張りましょうということで、２

カ月、３カ月になりまして、僕の知り合い

の高齢者の方も、まだみんなでわいわい外

に行くのは控えよう、まだ怖いなと、高齢

の方になればなるほど、コロナにうつった

ら大変なことになる。みんなに迷惑をかけ

るという、意外と若い人より人に迷惑をか

けるという気持ちの年代の人ではないです

か。 

今の８０歳代の方々は、そういう時代に

生まれた人ですから、そういう方が、ここ

で１,１６０名いるというところで、ここに

書いてある、町や介護保険のサービスを受

けていない高齢者４６２名は、民生委員・

児童委員協議会において、民生委員の方々

にもいろいろとお願いしたと書いていま

す。これはいいことかなと。 

残った方のうち、介護サービスも在宅支

援が一時減っていると思うのです。 

そうなると、ふだん一人になっていない

高齢の人が２カ月間人に会わない。会える

機会が少なくなった方が心理的にどうなの

か。 

３カ月も人としゃべらない、週１回しか

しゃべらない、２日に１回しかしゃべらな

いという人がどういう心理状態になるのか

が僕は怖いなと。状況がわからないので。 

ただ、これ１,０００人の方が、どれだけ

影響があるかもわからないです。 

でも、少なくとも若い人と違うので、１

人で暮らしていることによって、健康状
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態、相談相手、そして頼る人が少ない中

で、なおかつ、民生委員の方が確認を取る

のは４００名ちょっととなりますと、やは

り１,０００人もいて大変だという気持ちで

すけれど、美幌町の職員として、民生委員

の方々はボランティアに近い方ではないで

すか。責任を取れる命令できる人ではない

です。 

であれば、美幌町の民生部として、１,１

６０人の今の状況、影響があったのか、な

かったのか、それともどうなのかという部

分を含めて、調査はやったのか、やってい

ないのか、これからやる予定なのかお聞き

します。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、従来からコロナの関

係にかかわらず、独居高齢者、それから高

齢夫婦世帯で基本的に介護保険サービスを

受けていないところが心配なところだと思

うのですが、そこについては、おおむね

二、三カ月に１回の定期訪問を、包括支援

センターに委託をしておりますので、そち

らのほうで定期的に訪問して、実態を把握

していただいているということになってお

ります。 

何かありましたら、当然町に引く継ぐな

り対応をしているということでございま

す。 

訪問としては、毎月５０件から６０件ほ

どの数を訪問しているということでござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 包括支援センタ

ー並びに民生委員の方と言っていますけれ

ど、今、この１,１６０人のうち心のケアが

必要な方は出ていないのかというのは大丈

夫ですか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 定期的に訪問

した中で、何かあったら連絡をくださいと

いうことで訪問をしてございます。 

また、それだけでは把握し切れない部分

は、近くにいる民生委員の御協力をいただ

きながら、何か心配があるようなところに

ついては引き継いでいただくという対応を

しておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 問題ないという

回答があったということで、しっかりと僕

の胸に刻んでおきますので、何もないこと

を祈っています。 

実は、先々週ぐらいから、だんだんコロ

ナ対策の緩和がありまして、北見市でも、

網走市でも、札幌市でもどんどん人が出て

いるではないですか。 

美幌町は緩和していても、高齢の方が気

持ちよく外に出てくるような雰囲気ではな

く、迷惑をかけたら困る、何かあったら困

るという慎重な方が多いです。 

人間というのは、春夏は外に出るのが健

康的だと思うのです。コロナがある程度終

息したとき、高齢者が思い切って外に出ら

れるような何かがないのかということで、

ここに書いてある老人クラブ、サロンの出

前教室を実践してまいりますということで

すが、これ以外に何か検討をすることはな

いのかと思うのですけれど、どうですか。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） ただいまの御

質問ですけれども、一部重複しますが、介

護予防教室につきましては、おおむね６５

歳以上、老人クラブにつきましては、平成

３１年度は１９回行っておりまして、４２

５名の方が利用されております。サロンに

つきましても、平成３１年度実績で１７

回、およそ３７０名の方々が出前教室など

を実施しております。 

３月定例町議会でも、一部御紹介させて

いただいたのですけれども、例えば、認知

症家庭だとか当初予定をしておりました。
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まだ地域包括支援センターと決定はしては

いないのですけれども、松浦議員おっしゃ

るように、新型コロナウイルスの関係で高

齢者の方々もなかなか密な状態のところに

出ていくことが厳しいという御意見をいた

だきまして、新しい事業を開催して、そこ

で皆さんにお集まりいただいて楽しむひと

ときということが、なかなか難しいという

ことも地域包括支援センターとも話をして

いるところでございます。 

ということでございまして、新しい事業

をこれからやるというよりも、既存の介護

予防教室ですとか、老人クラブ、サロンな

どで取り組める部分を、密にならない状態

で皆さんに提供できればと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 今のコロナの関

係でオープンに人が集まる、人を集めると

いうのはなかなかやりにくいと思うのです

けれど、さっき言ったとおり、高齢の方

も、皆さんもそうだと思いますけれど、一

月、二月人と会わないのは大変です。しゃ

べる方がいないと大変なのです。 

当然、努力してしゃべる方もいますけれ

ど、もともとそうでない方々も相当数いる

と聞いています。 

そういう方を１人でも多く、何かの救い

があればいいと思っていますので、何かい

い案があれば僕も提案しますけれど、そこ

でコロナがうつっても大変ですから、なか

なか行政だって動くとは思わないですけれ

ど、１，０００人の独り暮らしの方がいる

という、この対応は大変だと思いますけれ

ど、１，０００人の対応をしないといけな

いという使命も行政にあると思いますの

で、ぜひ、この方々については、きちんと

全部、健康状態も心の状態も問題ないとい

うことが表明できることを期待しています

ので、ぜひ、何か政策、対策が決まりまし

たら、お知らせしてもらいたいと思います

けれど、どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、独居高齢者に

ついて御質問がありまして、その中で、人

数の話をすれば１,１６０名のうち、何にも

関わりを持っていない４６２名の方につい

ての状況を民生委員等にお願いをしている

というお話をさせていただきました。 

今、町として、この方々に対しての責任

はあるということでありますけれども、そ

れは当然そのとおりではあります。 

ただ、残念ながら行政体が全て完結でき

るということではない、どうしても地域の

方々も含めて、皆さんでということを認識

していただくことが必要だと思っていま

す。 

高齢の方は外に出ることに慎重な方が多

いと松浦議員がおっしゃいましたけれど、

まさにそのとおりだと思うのです。 

子供たちが臨時休校のときに、家の前で

遊ぶと子供が外に出ているというような電

話をいただいたりしました。 

そのときにお願いしたのは、やはり寛大

に、自分も含めて外に出るとか、例えば、

隣の方と距離を持っていれば、元気ですか

とかそういう話をすれば、人と話すという

ことで、やはりそういうことをしっかりと

私どもも皆さんにお願いしますし、単身で

いらっしゃる方についても、籠もると言う

と家にいることではなくて、外に出てくだ

さい、太陽の光をしっかり浴びてください

ということを、皆さんとしっかりやってい

ければと思っています。 

そのことができれば、あえていろんなお

金をかけなくても、皆さんの心を大事にで

きると思っていますので、行政としてやれ

ることはしっかり努力することを前提とし

て、そういうお話をさせていただきまし

た。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 町長の思いもわ
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かりましたので、コロナが早く終息しまし

て、元のいいまちになることを期待し、高

齢者と就業している方が明るく冬を迎える

ことを期待しまして質問を終わります。 

○議長（大原 昇君） これで、１３番松

浦和浩さんの一般質問を終わります。 

以上で、本日の一般質問を終わります。 

──────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後 ３時４８分 散会   
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